


 
 

序     文 

 

 

 日本国政府は、モーリタニア・イスラム共和国政府の要請に基づき、同国においてフー

ム･グレイタ地域灌漑農業活性化計画調査を実施することを決定し、独立行政法人国際協

力機構がこの調査を実施することとしました。 

 同機構は、本格調査に先立ち、本件調査を円滑かつ効率的に進めるため、平成 20 年 3

月 31 日から同年 4 月 13 日までの 14 日間にわたり、同機構農村開発部技術審議役 岩屋 

照実を団長とする事前調査団を現地に派遣しました。 

 事前調査団は、モーリタニア・イスラム共和国政府関係者との協議並びに現地踏査を行

い、要請背景・内容等を確認し、本格調査に関する実施細則（S/W）に署名しました。 

 本調査報告書は、本格調査実施に向け、参考資料として広く関係者に活用されることを

願い、取りまとめたものです。 

 終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成 20 年 9 月 
 

 

      独立行政法人国際協力機構   
農村開発部        
部 長  小 原 基 文      
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1 

第１章 事前調査の概要 

 

１－１ 事前調査の目的  

（1）本格調査に係る要請背景・内容の確認を行うとともに、その目的・対象地域・項目・

工程等を明確にすることを目的として先方政府と協議を実施し、実施細則（S/W）並

びに協議議事録（M/M）を署名・交換する。 

（2）本格調査の実施に必要な情報を収集する。 
 

１－２ 要請の背景及び経緯  

（1）モーリタニア・イスラム共和国（以下、モ国）の概要 

モ国はアフリカの西部に位置し、北端はサハラ砂漠の西側にあたり、また、東～南

東はマリ共和国、南はセネガル共和国に接し、西端は大西洋に面している。  

国土面積は 103 万㎞²（日本の 2.7 倍）、国土の 90％が砂漠地帯で、残りがセネガル

川沿いのステップ気候である。人口は 2005 年現在 320 万人で、多くが首都ヌアクショ

ットやヌアディブ等の都市に集中している。人間開発指数（2007 年）は 171 ヵ国中 137

位で、世界の最貧国に属し、2005 年における 1 人当たりの GNI は 560 ドルである。 

  主要産業は、漁業と鉄鋼業であり、漁業収入は、全輸出総額の 45％（約 1 億 5,500

万ドル）を占め、その 70％を日本に輸出している。鋼業は、北部ズエラット界隈で採

れる鉄鉱石の輸出により輸出総額の 20％を占める他に、銅、燐鉱も産出している。 

  また、近年ヌアクショット沖合で石油、天然ガスの埋蔵が確認され、石油開発が進 

められているが、現段階では期待した発掘量に達していない。 

   農業はマクロ指標で見ると GDP の 23.7％（2005 年）、労働人口の 52.9％（62.4 万人

＝2000 年）を占め、社会経済的に重要な産業である。 

 

（2）農業の概要 

   モ国は国土の 90％が砂漠または半砂漠であり、耕作可能面積は全体の  0.5％の 48.8 

万 ha にすぎない。そのうち 70％は南部の天水農業用地、20％は北・中部を中心に散在

するオアシス周辺のオアシス農業用地であり、食用穀物生産の主体を担うセネガル川

沿岸の灌漑農地は、全体の 10％にしかすぎない。 

 作物栽培は一般に、7 月～9 月の雨季栽培、10 月～3 月の（冷涼）乾季栽培、4 月～

6 月の（暑熱）乾季栽培という 3 回の作期がある。何をどの作期に栽培するかは、作

物の種類・品種、その年の降水量と降雨の時期、投入資金量に依存するが、小農にと

って最も重要な作物は自給作物であり、穀物の栽培が最優先される。 

   国民の伝統的食用穀物はソルガム、ミレットであり、これは南部の天水農業地帯に

て生産されている。現在では、小麦（パンやクスクスとして常食）と米が国民の主食

となっているが、小麦はほぼ全量を輸入に依存、米もセネガル川沿岸にて生産してい

るのみであり、自給率は 50％（2006 年）と需要を満たすには不十分な状況である。 

   このような状況の下、食用穀物増産のため、セネガル川沿岸の灌漑農地の整備が必  

要となっているが、同沿岸で特に開発が遅れているセネガル川支流のゴルゴル川流域
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では、2.5 万 ha の開発ポテンシャルに対し、3,000ha が灌漑農地として開発されている

のみであり、そのうち、1,950ha がフーム･グレイタ灌漑地域である。1984 年にアフリ

カ開発銀行の支援により、フーム･グレイタダムが建設されると同時に灌漑農地が開発

されたが（重力灌漑）、灌漑施設の維持･管理にかかる SONADER の能力不足、農民の

オーナーシップの欠如等に起因する不適切な維持管理により、現在では 400ha でコメ、

野菜等が作付けされているのみである。年間降雨量は 300mm 以下であり、雨季（7 月

～9 月）に集中するのみであるが、フーム･グレイタダムの貯水は年間を通じて潤沢に

あることから（5 億 ）、これらの水を有効に活用し、灌漑農業を活性化させることが

急務となっている。 

 

（3）要請の経緯 

このような状況の下、世界銀行はセネガル川流域において、食糧増産のみならず、

灌漑農業振興による農家の所得向上と雇用の創出を目指して、「モーリタニア灌漑農業

総合開発プログラム：PDIAIM」（2000 年～2015 年：予定）を開始し、現在は PDIAIM

フェーズ 2（2005 年～2010 年）を実施中である。PDIAIM は、灌漑施設整備を活動の

柱の一つとしており、その一環として、大規模灌漑地区が存在するセネガル川支流の

ゴルゴル川流域を対象に、灌漑施設整備にかかるマスタープラン（M/P）を策定した。 

モ国政府は、同 M/P に基づき、フーム・グレイタ灌漑地域における灌漑施設改修及

びゴルゴル川流域の総合的営農支援を目的とした無償資金協力「ゴルゴル川流域総合

開発計画」をわが国に要請した。 

この要請内容の妥当性を確認すべく、JICA は 2005 年 2 月 26 日～3 月 6 日及び 4 月 

14 日～24 日に中西部アフリカ地域支援事務所による調査団を派遣し、対象サイトの状

況確認及び先方政府関係者との協議を行った。その結果、フーム・グレイタ灌漑地域

の高い灌漑農業ポテンシャルを確認するとともに、農地に十分な水が供給されていな

いのは、土水路の水草の繁茂による灌漑水の減少、排水不良が問題であることが判明

した。そのため、調査団は、施設の整備よりもむしろ農民参加により灌漑施設の維持

管理を優先的に進めるべきであることを提案した。同提案を受け、モ国政府は、同地

域の灌漑施設維持管理と周辺の農業開発に対象を絞り込んだ開発調査「フーム・グレ

イタ灌漑地域総合開発計画」を 2006 年 1 月に再要請し、本開発調査を開始する運びと

なった。 

JICA はこの要請を受け、先方へのスキームの説明、本格調査内容の精査、協議のた

め、2008 年 3 月 31 日～4 月 13 日事前調査団を派遣した。 

なお、モ国より別途、フーム･グレイタ灌漑地域における灌漑施設の整備等を目的と 

した無償資金協力「フーム・グレイタ灌漑地域総合開発計画」が 2006 年 8 月に要請さ

れている。無償資金協力案件については、本開発調査の実施を通じて先方の灌漑施設

の維持管理能力を確認した上で、実施を検討することとなっている。 
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１－３ 調査名及び実施機関 

（1）調査名（変更後）  

日本語名：モーリタニア・イスラム共和国フーム･グレイタ地域灌漑農業活性化計画  

調査 

仏語名：l’Etude de Développement pour le Projet de Relance de l’Agriculture Irriguée dans  

le Périmètre Irrigué de Foum Gleita en Répubique Islamique de Mauritanie 

英語名：The Development Study for the Project on Revitalization of Irrigated agriculture in 

the Irrigated Zone of Foum Gleita in the Islamic Republic of Mauritania 

 

調査名（変更前） 

   日本語名：モーリタニア・イスラム共和国フーム･グレイタ灌漑地域総合開発計画  

   仏語名 ：Programme de Développement Intégré du Périmétre Irrigué de FOUM GLEITA 

en Répubique Islamique de Mauritanie 

   英語名 ：Grant Aid on Integrated Development Program of Foum Gleita Scheme in the 
Islamic Republic of Mauritania 

 

（2）実施機関 

   日本語名：農村開発公社 

   仏語名 ：Société Nationale pour le Développement Rural de la Mauritanie（SONADER） 

 

１－４ 事前調査団の構成 

 

 調査団員氏名 担当分野 所属 

1 岩屋 照実 

IWAYA Terumi 

総括/灌漑計画 国際協力機構 農村開発部 技術

審議役 

2 時田 邦浩 

TOKIDA Kunihiro 

農業開発/営農 国際協力機構 農村開発部 課題

アドバイザー（国際協力専門員） 

3 一條 基信 

ICHIJYO Motonobu 

農村社会/農民組織化 国際協力機構 中西部アフリカ地

域支援事務所 企画調査員 

4 松下 雄一 
MATSUSHITA Yuichi 

計画管理/環境社会 

配慮/積算 

国際協力機構 農村開発部 乾燥

畑作地帯グループ 乾燥畑作地帯

第二課 職員 

5 関田 真理子 

SEKITA Mariko 

日－仏語通訳 フランス在住 
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１－５ 事前調査日程 

 

調査 曜日 岩屋、時田、松下 関田（通訳） 一條

1 月 2008/3/31 22：30成田（AF277)→

→04：45パリ

3 水 2008/4/2 17：30ダカール→18：30
ヌアクショット（V7
320)

4 木 2008/4/3

5 金 2008/4/4

6 土 2008/4/5

7 日 2008/4/6

8 月 2008/4/7 ヌアクショット→ダカー
ル

9 火 2008/4/8

10 水 2008/4/9

20：00ヌアクショット→21：00ダ
カール（V7 321)

22：45ヌアクショット
（AF765)→

12 金 2008/4/11 08：30JICA報告
11：00大使館報告
22：55ダカール（AF719)→

→05：50パリ

13 土 2008/4/12 →06：20
（岩屋、時田）11：50パリ
（AF272)→
（松下）19：05パリ（AF280)→

14 日 2008/4/13 →06：55成田
→13：55成田

11 木 2008/4/10 　　　報告書作成
14：00水産無償資金協力サイト・市場等視察

2 2008/4/1
16：30パリ→19：55ヌアクショット（AF764)

09：30ホテル発
10：00世銀協議
11：55農業牧畜省次官表敬
12：45農村開発公社（SONADER）表敬・協議
17：00ホテル着

08：30ホテル発
09：00S/W、M/M協議（於SONADER)
12：00経済財務省国際協力局長表敬
14：00S/W、M/M協議（於SONADER)
18：30S/W協議、署名（於経済財務省）
20：15ホテル着

07：50ホテル発
08：30農業牧畜省大臣表敬
09：10農業牧畜省次官報告
10：00M/M協議・署名（於SONADER)
12：30岩屋団長主催昼食会

火

08：00ホテル発
13：00カエディ着
13：10ゴルゴル州副知事表敬
13：55SONADERゴルゴル支所協議
16：00ホテル着

07：20ホテル発
07：30SONADERゴルゴル支所打ち合わせ
08：10SONADERゴルゴル支所発
10：10フームグレイタダム及び灌漑地域視察、農民へのインタビュー
16：15OFCFフームグレイタダム湖漁業振興プロジェクトM'bout県漁業センター訪問
19：30ホテル着
07：50ホテル発
08：00SONADERゴルゴル支所打ち合わせ
08：30カエディ市場、カエディ堰、PPGII視察
11：00SONADERゴルゴル支所協議（SONADERフームグレイタ支所長、フームグレイタ市長
含む）
15：00団内打ち合わせ
17：00ゴルゴル州知事表敬
18：00ホテル着

07：20ホテル発
07：30SONADERゴルゴル支所打ち合わせ
08：10SONADERゴルゴル支所発
10：10フームグレイタ灌漑地域視察、農民へのインタビュー
17：00国立農学・農業開発研究所（CNRADA）協議・視察
19：30ホテル着

08：30カエディ発
14：00ヌアクショット着
16：00団内打ち合わせ

 
  

１－６ 訪問先及び主要面会者 

（1）経済財務省（Ministère de l’Economie et des Finances） 

① Mohamed El Hassen Boukhreiss             国際協力局長 
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（2）農業牧畜省（Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage） 

① Issagha Correra                           大臣 

② Mohamed Moustapha Ould Elbou Ould Abdi  次官 

（3）国立農学・農業開発研究センター（Centre National de Recherche Agronomique et de  

Développement Agricole: CNDARA） 

① Abderrahmane Ould Sidatt                  センター長 

（4）農村開発公社（Société Nationale pour le Développement Rural de la Mauritanie :  

     SONADER） 

① Ahmed Ould Bah Ould Cheikh Sidiya        総裁 

② Guisset  Alassane Chérif                  調査・整備局長 

③ Diop Aliou Demme                       普及局長   

④ Ismail Ould Ahmed                       計画・モニタリング評価局長   

⑤ Kane Mamadou Ismaila                    総務・財務局長 

⑥ Abdellahi Ould Baba                      ゴルゴル州支局長 

⑦ Abdellahi Ould gueya                                    フーム・グレイタ支所長 

（5）フーム・グレイタ市(Commune Foum Gleita) 

① Abdella Ould El Hacen                     市長 

（6）フーム・グレイタ農業組合連合会(Union des Coopératives Agricoles de Foum Gleita) 

① Sef Ba Khalidou                          副会長 

（7）世界銀行（Banque Mondiale） 

① François Rantrua                          モーリタニア事務所長 

② Amadou Oumar BA                       農業アドバイザー 

（8）在セネガル日本大使館 

① 杉山二等書記官 

（9）JICA セネガル事務所 

① 伊禮英全 所長 

② 白井健道 次長 

③ 若林基晴 所員 
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第２章 調査結果 

 

２－1 開発調査の位置付け 

事前調査は中西部アフリカ地域支援事務所による「ゴルゴル川流域総合開発計画（無償

資金協力）」及び「ネリカ米品種選別プロジェクト（技術協力）」要請書調査（2005 年 2

月 26 日～3 月 6 日）（付属資料 6）、「フーム･グレイタ地域総合農業開発計画（開発調査）」

及び「セネガル川流域農業研究：灌漑作物の集約・多様化（技術協力プロジェクト）」要

請書調査（第二次）（2005 年 4 月 14 日～4 月 24 日実施）（付属資料 7）及び「フーム･グ

レイタ灌漑施設の改修・強化（無償）」案件形成調査（2006 年 7 月 30 日～8 月 4 日実施）

（付属資料 8）の調査結果を踏まえ、別途モ国から 2006 年 8 月 4 日付けで要請のあった

「フーム･グレイタ灌漑地域総合開発計画（無償資金協力）」を次段階の協力として想定し

つつ実施した。 

即ち、開発調査においては、①  無償資金協力において実施すべきフーム・グレイタ灌

漑地区のリハビリ事業の具体化を図るため、その対象施設、改修工法、農民による改修事

業への参加手法及び事業費等を明確にすること、②  パイロット地区において灌漑施設の

農民参加型維持管理の実証を行い、ゴルゴル川流域に応用可能で適正な維持管理手法のモ

デルを確立することなどが主たる目的になる。特に、②の事項に関して、フーム・グレイ

タ地区においては、1981 年～1984 年にアフリカ開発銀行の融資により灌漑施設の建設と

農地開発が行われ、供用開始後数年の間は適正な灌漑が実施され、生産性の高い農業が実

現された。その後、維持管理の形骸化を直接の要因として灌漑施設の機能低下、耕作放棄

が進行し、現在、灌漑施設や大半の農地が未利用のまま放置されている状態となっている。

こうした過去の経験を踏まえれば、持続可能な維持管理モデルの出来如何が無償資金協力

実施の可否判断、或いは事業の成否を分ける極めて重要な事項であると考えられる。  

こうした状況に鑑み、開発調査に期待される具体的な成果としては、①  ゴルゴル川流

域における灌漑農業活性化モデルの策定、②  フーム・グレイタ灌漑地域における灌漑農

業活性化アクションプラン（A/P）の策定、③  農村開発公社（SONADER）並びに関連機

関（農民組織、NGO 等）の人的・組織的能力の強化が想定される。 

 

２－２ 実施細則（S/W）及び協議議事録（M/M）の概要 

これまでの開発調査のイメージとしては案件形成調査（付属資料 8）にあるように、実

証型で行う「農民自身による灌漑施設の改修・維持管理・営農支援・農民の強化」であり、

併せて、農民の力だけでは実施不可能な灌漑施設の改修作業や維持管理について明らかに

したうえで、無償資金協力の A/P を作成することがその主要なコンポーネントとしている。

そのイメージを図示すると以下のとおり。（同案件形成調査報告書に示された図をもとに

作成） 
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この方針は同案件形成調査にあるように、無償資金協力については「要請書の内容は、

ハードの改修内容に農民参加で実施可能と思われる部分（水路改修・補強等）がある、施

設の持続的な維持管理には改修事業への農民の参画が重要である、ソフト部分（営農、組

織化支援等）の占める割合が多い。といったことから、無償案件としての検討には不確定

な要素が多い。」との見解が示されている。 

開発調査においては「先ずは、モデル地域を設定して農民参加型の施設改修・維持管理

手法を策定・実証し、かつ農民参加型では不可能な事業について無償による支援を検討す

る」ことになる。 

上記の方向性を踏まえつつ、事前調査においては、無償資金協力の上位計画（PDIAIM）

との整合及び実施可能性、開発調査名称、調査対象地域、調査目的、調査項目、調査実施

体制など基本的な事項について確認を行い、実施細則（S/W）及び協議議事録（M/M）と

して双方合意の上、S/W については 4 月 8 日に、また M/M については 4 月 9 日に署名・

交換した。以下に主な概要について示す。 

 

モデル地区実証調査  

（開発調査）  

 

○ 農民自身により実施可能な施 

  設改修、維持管理のモデル構築

  （農民により実施困難な施設整 

   備、維持管理の明確化） 

 

 

 

 

○ 無償資金協力（農民では実施困 

   難な施設改修、維持管理）の A/P 

   策定 

 

 

 

1. 実施主体：SONADER、農民組織  

2. 施設改修主体（末端）：農民 

3. 対象区域：モデル地区における 

施設改修、営農改善、農民組織 

強化 

4. 対象施設：二次用排水路より 

  下流側、末端農道、圃場整備 

全対象地域のリハビリ 

（無償資金協力） 

 

○ 農民参加による施設改修（末端）

○ 農民自身による維持管理（末端）

○ 農民による施設改修支援（基幹）

 

 

 

 

 

○ 農民では実施困難な施設改修（基

幹） 

○ 地区全体の維持管理体制の構築 

○ 農民では設置困難なその他イン

フラ整備 

 

1. 実施主体：SONADER、農民組織 

2. 施設改修主体（基幹）：SONADER

3. 対象区域：地区全体における施設

改修、営農改善、農民組織強化 

4. 対象施設：一次用排水路より上流

側、幹線農道、上水道、農業施設

（農協施設、農産物貯蔵庫、公民館）
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（1）実施細則（S/W）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）協議議事録（M/M）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名   ：「フーム・グレイタ地域灌漑農業活性化計画調査」 

署名相手：モーリタニア国 経済財務省 国際協力局長 

  M.Mohamed El Hassen BOUKHREISS 

 

1. 調査の目的  

（1）農業潜在性の高いフーム・グレイタ灌漑地区において実証事業を行い、同地域の

灌漑農業活性化のための A/P を作成する。 

（2）上記実証事業の結果を元にゴルゴル川流域の食料事情の改善に資するため、同地

域に適用可能な灌漑農業活性化手法を提案する。 

（3）本件実施を通じて、C/P 機関である農村開発公社、プロジェクト実施にかかわる

農民組織及び他の関連機関の人的・組織的能力を強化する。 
 

2. 調査対象地域  

A/P は、フーム・グレイタ地区を対象に策定される。一方、灌漑農業活性化手法の

提案については、ゴルゴル川流域を対象とする。 

 

3. 調査の内容  

（1）フェーズⅠ：ベースライン調査とパイロットプロジェクトのための準備 

① ゴルゴル川流域全般及びフーム・グレイタ灌漑地区の既存調査結果の収集・分析

（自然条件、営農体系、水資源利用現況、土地利用状況、市場流通、農村社会経

済、他ドナー等事業） 

② フーム・グレイタ灌漑地区におけるベースライン調査 

③ フーム・グレイタ灌漑地区でのパイロットプロジェクトにかかる実施計画の策定

④ 灌漑施設改修のための準備作業 

 

（2）フェーズⅡ：パイロットプロジェクトの実施と計画の策定 

① パイロットプロジェクトの実施及びモニタリング 

② モニタリング結果の A/P 案への反映 

③ 関係者（農村開発公社、農民組織及びその他関連組織）の能力強化 

④ フーム・グレイタ灌漑地区における A/P の承認 

⑤ ゴルゴル川流域において灌漑農業活性化のために適用可能な手法の提案 

 

4. 調査期間及び工程 

全体期間  ：2 年 

フェーズⅠ：2008 年 8 月～2009 年 3 月 
フェーズⅡ：2009 年 4 月～2010 年 7 月 
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（2）協議議事録（M/M）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名   ：「フーム・グレイタ地域灌漑農業活性化計画調査」 

署名相手：モーリタニア国 農村開発公社 総裁  
M.Ahmed Ould Bah Cheikh Sidiya 

 

1. 基本コンセプト 

本開発調査は① フーム・グレイタ灌漑地区を対象とした灌漑農業活性化のための  

A/P の策定、② ゴルゴル川流域を対象とした灌漑農業活性化手法の提案を行うもの。

2. プロジェクト名 

要請時「フーム・グレイタ灌漑地区総合開発計画」を「フーム・グレイタ灌漑地区

灌漑農業活性化計画調査」とした。 

3. 調査期間及び工程  

S/W のとおり。パイロットプロジェクトはフーム・グレイタ灌漑地区で実施。  

4. 調査の目的及び内容  

（1）調査目的：① フーム・グレイタ灌漑地区における灌漑農業活性化 A/P の策定及

びその実証のためのパイロットプロジェクトの実施、② パイロットプロジェクトの

結果をもとにしたゴルゴル川流域における灌漑農業活性化手法の提案、③ 農村開発

公社並びに関連機関（農民組織、NGO 等）の人的、組織的能力の強化。 

（2）アクションプラン(A/P)：フーム・グレイタ灌漑地区の灌漑農業活性化のために

必要な、今後 10 年程度の活動実施スケジュール、予算、組織の整備等からなる具体

的な行動計画であり、農業水利施設整備に係る計画も含む。 

（3）灌漑農業活性化モデル ：フーム･グレイタ灌漑地区における灌漑農業活性化 A/P

の実証のために実施されるパイロットプロジェクトの中で、ゴルゴル川流域におけ

る灌漑農業活性化のために適用できるモデルであり、農民参加型水管理手法及び営

農改善手法等の低投入型の手法を想定。 

（4）農民参加型水管理：農業水利施設の利用に関し、農民自身（または組合自身）で

水管理や施設の維持管理・改修が可能であることを重視。 

（5）営農改善： 特に稲作と野菜栽培を対象とし、既存の技術を活用した簡易かつ即

効性のあるものを想定。 

（6）人的・組織的能力の強化：0A/P 策定、農業水利施設整備、営農技術の普及等農

村開発公社の能力向上、農民組織の強化等を指す。 

5. パイロットプロジェクト 

フーム・グレイタ灌漑地区における灌漑農業活性化 A/P の技術的妥当性、実施体制

等を実証するため実施。一部は CNRADA との協力の可能性あり。 

6. 調査実施体制 

（1）実施機関  ：SONADER 

（2）運営委員会：モーリタニア側（議長：SONADER 総裁、レポーター：同調査・整

備局長、メンバー：経済財務省代表、農業牧畜省代表、CNRADA 所長、SONADER

計画・評価局長、同普及局長、同総務・財務局長、同ゴルゴル州支局長、同フーム・

グレイタ支所長、フーム・グレイタ市長、フーム・グレイタ農業組合連合会長、同
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２－３ 上位計画 

 セネガル川流域における灌漑農業開発・促進に関しては、世界銀行が中心的に実施して

いる PDIAIM が上位計画であるといえる。 

 2001 年 1 月に承認された貧困削減戦略書（PRSP）は、モ国の主要な政策であり、主要

方針として、1）貧困緩和の基礎である経済成長の促進、経済競争力の向上、外的要因へ

の依存度の減少、2）生産性の改善、3）人的資源の開発と基本インフラへのアクセスの改

善、4）貧困対策に係る全ての当事者の参加に立脚した組織開発の促進、の 4 つを掲げて

いる。そのうち、貧困緩和の基礎である経済成長の促進のために、農業・農村開発を重要

セクターと位置づけており、その促進のために、PDIAIM プログラムの実施を促進するこ

ととしている。 

 モーリタニア政府は、2005 年から 2006 年にかけて PRSP の 2001～2004 年（フェーズ 1）

の評価を行い、優先活動の見直しを図り、2006 年 10 月には PRSP2006～2010 年（フェー

ズ 2）のアクションプランを策定している。これによると、重点分野として、教育、保健、

水、地域開発、都市開発が上げられており、地域開発を進めるにあたり灌漑施設の整備を

PDIAIM に基づき、実施することとしている。 

 

２－４ 実施体制 

 本開発調査は、SONADER を中心とした運営委員会により運営される。関係機関への聞

き取り調査の結果等は、以下の通り。 

（1）農村開発公社（SONADER） 

・ 本調査の実施機関は、SONADER である。ヌアクショット本部以外に 7 つの支局（所）

があり、フーム･グレイタ灌漑地域については、フーム･グレイタ支所が担当している。

SONADER 全体の職員数は、197 名（本部：78 名）、フーム･グレイタ支所には 18 名の

職員が配置されている。その内訳は支所長 1 名、法律担当者 1 名、農業技術者 1 名、

灌漑施設管理者 1 名、ダム水管理担当者 1 名、普及リーダー1 名、末端普及員 4 名、

メッセンジャー2 名、警備員 2 名、メカニック 1 名、運転手 2 名となっている。ゴル

ゴル川流域全体については、ゴルゴル支局が担当しており、職員数は 25 名（支局長 1

名、末端普及員 7 名、農民組織担当者 2 名、灌漑施設管理者 1 名、モニタリング担当

1 名、調査員 1 名、警備員 2 名、運転手 2 名、メカニック 1 名、秘書 1 名、無線担当 1

名、会計担当 1 名、伝令 2 名、電気担当 1 名、管理人 1 名）。SONADER の組織図及び

各支局（所）人員は、以下の通り。 

副会長、必要に応じオブザーバー招致） 

7. 無償資金協力の実施  

フーム・グレイタ灌漑地区の灌漑農業活性化のための世銀による調査（Etudes APD

de réhabilitation des grands périmètres irrigué collectifs, Périmètre de Foum Gleita Rapport,

Juin 2007）に基づく、要請済の無償資金協力による実施を要望。これに対し、開発調

査においてその内容を精査し、必要な追加調査の実施を約束。また、無償資金協力に

よる実施妥当性が確認された場合には同協力の実施を提案する旨約束。  
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図 2-4-1 SONADER 組織図  

出所：事前調査において SONADER より入手  

 

 

表 2-4-1 SONADER 人員  

 
出所：事前調査において SONADER より入手  

 

・ゴルゴル川流域におけるフーム・グレイタ灌漑地域の位置付け 

ガマの繁茂等による通水障害など技術的課題、維持管理の実態や課題等について、

SONADER とともに実際に問題が生じているサイトを訪問し質疑を行った。SONADER

は独立した組織であるが農業牧畜省傘下の機関であり、SONADER が行う灌漑に関す

る諸事業もその方針下にある。ゴルゴル川をその流域に包含するセネガル川流域はモ

国の穀倉地帯であり、灌漑農業に関する諸施策もこの地域に集中しており、世銀をは

じめ多くのドナーが支援活動を展開している。こうした環境の中で、灌漑農業に係る

諸事業の実施主体（C/P）である SONADER からはフーム・グレイタ灌漑地区の再開発

については、特に日本からの援助を期待するとの意向が示された。今回訪問した世銀

現地事務所からも同様の見解が示されていることから、モ国においてフーム・グレイ
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タ灌漑地区の再開発に関しては、日本からの「支援待ち」といった雰囲気が感じられ

た。 

・SONADER は 1980 年代に実施されたフーム・グレイタ灌漑事業は、結果として失敗

であったことを言明しており、その原因として、水路内のガマ繁茂や土砂堆積による

通水障害、給水施設としての活用が維持管理を困難にしていることなどを第一の理由

に挙げている。一方で、農民自身による維持管理の怠慢、賦課金の未納、政府の機構

改革による各種補助事業の廃止、小作農に不利な農地所有制度などの社会環境が輻輳

的に作用した結果であることも暗に認めているものの、これらの課題に対して、正面

から対峙するとの姿勢は感じられない。結果として、事前調査においては、灌漑施設

の改修の必要性を強調するのみで、開発調査の中でこれらの諸課題にどこまで取り組

むべきかについて、明確な回答は得られなかった。特に、土地所有制度の実態に関し

ては、SONADER を含め他の関係者も一様に口が重い。 

・SONADER は灌漑分野に関し州レベルから末端の支所まで技術者を配置しており、

農業普及のみならず、基幹水利施設の維持管理を農家からの賦課金を原資として実施

している。公社としての特性から、予算上は独立した形態をとっているため、通常の

行政サービスと異なり、その活動は基本的に採算性確保という制約があるように見受

けられた。例えば、調査時に SONADER 内で進められていた貧困農民支援無償資金協

力（2KR）などを活用した農業用資器材のリース制度の創設にあたっても、民間業者

の事例を参考に、リース価格の採算ラインを調査中とのことであった。水路に繁茂す

るガマ除去や浚渫機材（例えば浚渫船やバックホー）などもリース機材に含める検討

も行っているようであった。 

・州政府のあるカエディからフーム・グレイタまで道路を建設中（路床はほぼ敷設済

み）であり、2 年以内に舗装道路が完成する予定であることから、農作物の流通が容

易になり、換金作物の売買が期待できる。現状はカエディからフーム・グレイタまで

は約 2 時間半を要し、平坦ではあるが道路起伏も多く、トマトなどの野菜類の荷傷み

が激しい。 

・既にフーム・グレイタ灌漑地区のリハビリ事業について、PDIAIM において D/D レ

ベルの調査報告書（仏語版）を作成済みであるであることが現地調査時に判明した。  

また、SONADER より調査報告書及び添付図面一式を入手した。 

 

（2）農業牧畜省及び経済財務省 

・本格調査の責任機関は、農業牧畜省及び経済財務省であり、代表者は運営委員会の  

メンバーとなる。 

・農業牧畜大臣及び次官によると、モ国においては最大の穀倉地帯であるセネガル川

流域、その中でもフーム・グレイタ灌漑地域の農業生産の向上は、国策上も極めて重

要な位置づけにあるとのことであった。特に、2008 年を国策的キャンペーンとして「農

業年」に指定し、農業生産の向上を図ることが国会において決定されたことから、そ

の具体的アピールとしても、本開発調査及び無償資金協力の実施は、極めて大きなイ

ンパクトになるとの期待を寄せているとのことであった。 
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・経済財務省国際協力局長からも同様に強い期待が示されたが、直近の開発調査より  

も、むしろ無償資金協力に対する期待感が強く、早期の改修事業の着工を望む発言が

あった。 

 

２－５ 灌漑施設の状況 

事前調査において①  フーム・グレイタダム、② 導水路、③ 分水施設（一次水路 P1、

P2 の分岐点）を現地踏査したところ、現状は以下のとおり。灌漑施設の老朽化の状況等

については、2005 年 6 月に行われた「フーム・グレイタ地域総合農業開発計画（開発調

査）」の調査報告書に詳しいので、重複を避けるため、以下には、特に施設の維持管理に

関する事項について、踏査及び聞き取りを実施した結果に基づき報告する。  

  

 

図 2-5-1 フーム･グレイタ灌漑地区概略平面図 

出所：事前調査において SONADER より入手したものを調査団が翻訳 
 

（1）フーム･グレイタダム 

・ダムの機能は① 農業用水の供給（ダム湖から直接取水するフーム・グレイタ地区の

他に、ゴルゴル川への放流により黒ゴルゴル川と白ゴルゴル川の合流地点付近のレク

セーバーまでの農業用水を供給。家畜のための飲用水も含む）、② 上水の供給（灌漑

施設、河川へ放流した水を簡単な浄化設備を使って飲料水に利用。これとは別に、ダ

ム湖から直接ポンプ揚水する上水道の建設が進められているが、予算不足により遅延。

この上水道はフーム・グレイタ地区には送水されない。）である。 

・フーム・グレイタ地区への農業用水は、左岸側に設置された専用の取水施設（斜樋）

及びそれに続く導水トンネルを経由して用水を供給。 

また、下流のゴルゴル川から取水している灌漑農地への補給水は、ダム本体部に設

置された調整ゲート及び越流によりゴルゴル川本川へ直接放流。 

・ドイツでダム管理のための研修を受けた SONADER 職員が、専属でダムの操作にあ

たっている。（ダム本体の設計、造成工事はドイツ企業が実施。） 

主幹線 P1

ゴ ル ゴ ル
導 水

円筒分水工

訪 問 し た 農

地サイト 

主幹線 P2

二次水路

集落 

ダム湖
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・ゴルゴル川への農業用水の放流については、下流の利用者である農民組織から放流

の要請を逐次受け付けて行う形態ではなく、前年度の降雨実績や貯水量から判断して

放流パターンを決定している。即ち、ゴルゴル川への放流については「不特定農業用

水」を含めた流況調整的な水管理を行っているものと思われる。 

・フーム・グレイタ灌漑地区への農業用水の放流については、地区内の農家の代表に

より年数回話し合いが持たれ、放流パターンが決められ、それに基づいて放流が行わ

れている。降雨や圃場の潅水状況を考慮し、細かに放流量を調整する形態とはなって

いない。 

ダムの貯水量は受益農地の必要量に比べて潤沢であり、フーム・グレイタ灌漑地区

においては、水供給が全く逼迫していないことから所謂、細やかな管理による節水灌

漑の意識はそもそも無いように見える。粗放的な水管理を許容するに足りる灌漑施設

の通水能力の維持が関心事となっている。 

 

（2）導水路（ダム取水口から幹線水路分岐点まで） 

・導水路はダム取水口からトンネル区間を抜けた地点にある制水ゲートを経て一次水

路の分岐点（分水工）までの土水路（約 4 km）の区間となっている。水位を確保する

ため、盛土により水路が造成されている。勾配が緩いことから流速は非常に遅い。水

は茶褐色に混濁。 

・導水路上流部において、ガマの除去が行われた地点を視察。ボランタリーな農民に

より無報酬で除去が行われた個所であり、給水を兼ねることから、通水したまま刈り

取りを行った。このため、農民は泳ぎの得意な者が行っている。常に無報酬で行われ

るのではなく、SONADER が農民から徴収する賦課金を原資に、報酬が支払われる場

合もある。 

・SONADER の指導によりガマの刈り取りを農民に指導しているが、水路底に堆積し

た土砂の底ざらいは全く行われていない。堆積した土砂により水路の通水断面が減少

し、通水能力の減少が見られるとの指摘もあった。ガマの地下茎や土砂の堆積による

流積の低下が、通水能力の低下を招いていることは明らかであり、通水能力の回復作

業をガマ除去として捉えるよりも、それも含めた浚渫として捉える見方が妥当と思わ

れる。 

・賦課金は 16,700UM/ha/年（日本円で 7,000 円程度）となっており、主に SONADER

が代行管理する基幹施設の維持管理に使われる。管理の実態は SONADER の指導のも

と、農民で組織するユニオンとの共同管理に近いものとなっている。しかし、その徴

収率は低く、SONADER が代行する維持管理作業の赤字を招いている。 

 

（3）分水施設（幹線水路 P1、P2 の分岐点） 

・SONADER が管理する最下流部にある円筒型分水工。本施設が管理の分界点であり、

分水後の 2 つの一次水路（P1、P2）からは農民ユニオンの管理となる。分水施設自体

は損傷もなく十分機能している。複数の鋼板を円周部分に並べ、組み合わせて配置す

ることで、分水量を調整する構造となっている。分水施設の直下流のガマは除去され

ていたが、直上流はガマが繁茂している。 
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・直上流の地下茎を含めたガマの抜本的な除去は、約 13 年間行われていない（水路造

成時から 1 度も行われていない）。ただし、水面から上に出ている部分については、毎

年行っているが、1 年で約 3 m まで成長する。地下茎を除去しないかぎり、ガマによる

通水障害は解消されない旨の説明あり。 

 

（4）2 次水路、3 次水路、排水路及び周辺農地（P1 掛かり末端地区） 

・2 次水路は盛土により造成されている。2 次水路の定規断面（逆台形）の形状は全く

失われ、法面の崩れや堆砂により原型をとどめていない。水路の一部は洪水被害や家

畜の通路となっていることから、法面の崩れも見られ、水路が分断されている箇所も

ある。水路は 10 年程度利用されたが、その後現在に至るまで、全く利用されず管理も

行われていない。 

・排水路は農道に沿って配置されているが、法面の崩れや堆砂により、もはや原型を

とどめていない。踏査地点は雨期に大規模な湛水被害が発生した地点であり、排水路

は機能しなかったことがうかがえる。 

・周辺の農地も水路と同様に、全く利用されず放置されたままの状態となっている。

耕土は硬く乾燥しており、雑草が辺り一面に広がっている。灌漑農業導入後、数年の

間は周り一面に作付けが行われ、順調に作物が生育していたとのこと。 

 

２－６ 対象地域における自然・農業等の現況 

（1）対象地域の自然条件 

この地域の気候は、南西の湿潤な気団であるモンスーンと、東の乾燥した熱い風のハ  

 ルマッタンを分け隔てる熱帯前線の位置に影響される。雨季は 6 月～10 月までにわた

り、平均年間雨量は 300mm 以下である。乾季は、寒い乾季（11 月～2 月）と暑い乾季

（3 月～6 月）に分けられ、最低気温は 12 月～1 月の 15℃から 6 月の 25℃まで、最高

気温は 12 月～1 月の 30℃から 6 月の 45℃まで変化する。 

なお、セネガル川流域に位置するカエディにおける月間平均の気象条件を表 2-6-1 に 

示す。 

 

表 2-6-1 モーリタニア・カエディの気象条件 

月間平均 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年間 

最高気温（℃） 33 36 39 42 43 41 37 35 36 39 37 34 37.67 

最低気温（℃） 18 20 23 26 29 29 27 26 26 26 22 19 24.25 

降水量 （㎜） 1.3 1.2 0 0 0.6 20 55 94 64 12 3.9 1.8 253.8 

出所：ウェブサイトの情報をもとに調査団作成 

 

（2）ゴルゴル川流域の農業 

砂漠地帯が 9 割ほどを占めるモーリタニアは、農業を 5 つのゾーン（灌漑農業、オア 

シス農業、都市近郊農業、林牧業、天水・氾濫農業）に分けており、セネガル川の支流

に当たるゴルゴル川流域では、灌漑農業の対象地となっている。フーム･グレイタ地域
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は豊富な灌漑水により農業潜在性が高く、多様性のある農業がおこなわれている。灌漑

事業開始当初は、コメが 1,950ha 作付けされていたが、徐々に栽培面積が減少し、近年

は 400ha を 2 期作するのみである。2005 年 4 月付のゴルゴル川流域総合開発計画（無

償資金協力）及びネリカ米品種選別プロジェクト（技術協力）の要請書調査報告書（別

添資料 6）のコメ生産高の推移に関する記述は以下のとおりある。 

1990 年には生産高約 10,000 トン、水田（作付）面積約 2,600ha であったが、2000 年 

にはそれぞれ 2,600 トンと 1,000ha に減少した。  

これによれば、コメの収量は 4 t / ha 弱あったところが、2000 年には 2.6t/ha まで減少

したことになる。コメのほかにタマネギ、キャベツ、ニンジン、レタス、ナス、トマト、

カブ、ビート、オクラなど S-20 と S-27 の支線掛りを中心に 70ha ほどの野菜生産が行

われている。主要産品であるタマネギは赤色のもので、10ｔ/ ha を収穫している。 

また、灌漑能力の低下に対応するため、コメに代わってサツマイモが年間を通じて

100 ha ほど作付されている。 

 

表 2-6-2 フーム･グレイタ地域の作付けパターン 

3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 

乾季灌漑水稲作  雨季補給灌漑水稲作  乾季野菜作    

 

 
             

               

  サツマイモ            

             

出所：聞き取りをもとに調査団作成 

 

なお、コメに関しては、所有する土地の平均的な面積は 0.5ha となっている。実際の  

対象地域流域における耕作可能な面積は上述したように約 400ha であるが、コメの二期

作、場合によっては、三期作や野菜との二毛作も行われているところ、それらの分も含

めると、年により差異はあるが、年間における延べ耕作面積は約 1,300ha と見込まれる。  

生産コストに関して、2005 年 6 月付のフーム・グレイタ地域総合農業開発計画（開 

発調査）及びセネガル川流域農業研究：灌漑作物の集約・多様化プロジェクト（技術協

力）の報告書（別添資料 7）によれば、農業者は農業機械（トラクター、刈り取り機、

精米機）を所有せず、賃貸しに頼っており、収量の約 40％を農業機械の賃貸しの費用

として出費しているとある。このような状況において、単位収量が落ち込むと耕作放棄

が起きることは当然の成り行きである。 

 

（3）フーム･グレイタ産野菜の市場・流通 

主要なマーケットはフーム･グレイタであり、シートを敷いたところに野菜を並べた 

だけの販売所が 30 軒程度あるだけである。収穫期になると仲買人が来て、買い叩いて

行くとのことである。主要産品のタマネギの販売価格は 100UM/kg で、高い時期は 5 月、
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6 月の端境期で 200 UM/kg。多く販売されていたものはトマト（プチトマト、ミニトマ

トが多い）、キャベツ、サツマイモなど。フーム･グレイタのほかの売り先は、セリバビ、

ムット、カエディ、ヌアクショット、マカマである。ちなみにカエディのマーケットに

おけるタマネギの小売業者は 90UM/kg で購入し、120UM/kg で販売している。 

流通は、道路や車両等の輸送手段、倉庫等の保存場所、情報提供ネットワークの連絡  

手段等のハード面の欠如に加え、組織の交渉能力や集・出荷ネットワークの欠如等、ソ

フト面における問題がある。その理由としては、「道路等のインフラの未整備による村

落へのアクセス状況が劣悪である」とともに、それに伴い「流通コストがかかる」こと、

「生産物加工の手段及び保存方法が十分でない」こと、「流通支援を行う信用金融への

アクセスが困難である」こと、「市場情報が農村部まで行き渡らない」ことや、「ユニオ

ンにおける共同集・出荷の仕組みが十分に機能していない」こと、「農業組合（個人）

の交渉能力が不十分であることから、生産物が仲買業者に適正な価格にて引き取られな

い」こと等々が挙げられる。 

特に、生産物の保存手段の欠如が大きな問題の一つとして挙げられ、保存手段がない  

ため、収穫後に生産物を腐らせ、廃棄するケースが多々あるとのこと。このことから、

生産物を早い段階で販売しなければならず、一時期に生産物の供給量が集中するため、

仲買業者等に買い叩かれる状況がある。 

実際、組合の圃場においては、収穫物（タマネギやトマト）が圃場内の一区画（簡易  

な日除けを付けた場所）に単に山積みにされている状態であり、収穫物の傷みも大きい

ものと窺えた。組合からは冷凍設備の要望が出されたが、それ以前に、収穫時期をずら

した栽培を行うことや、現地でも通常使用されている（高床式の通気性のよい）伝統的

かつ簡易な保存施設（保存庫）の設置や、簡易な保存方法の導入等、現状で行える解決

策があるものと考える。 

なお、対象地域には含まれないが、対象地域の生産環境と同じような条件にある地方  

都市ロッソ（セネガル川流域に位置し、河川からの灌漑によるコメや野菜の生産が行わ

れている）においては、小規模ながらフランスへの輸出（野菜等）を行っている例があ

り、農民からコメの自給の実現とともに、作物の商品化も視野に入れた協力支援が要望

された。 

 

（4）女性グループによる共同出荷 

女性グループは野菜作りに励んでいて、総作付面積は 70ha 程度である。優先順位の 

大きな野菜から、タマネギ、キャベツ、ニンジン、レタス、ナス、トマト、カブ、ビー

ト、オクラなどを栽培し、コメのほかに食用作物としてサツマイモを栽培している。野

菜は、寒い乾季にしか収穫できないために出荷時期の調整ができず、収穫が遅くなると

すぐに腐ってしまうことが問題となっている。同時期（水のある時期）に皆が作付する

ために出荷調整できず、価格の暴落が起きている。 

主要作物であるタマネギは 0.5ha の土地で平均 5 トンがとれ、豊作のときは倍の収穫

がある。大まかに 5 トンのうち自家消費用と種子生産用を除いてユニオンで販売するの

が 2 トン、自分で販売するのが 2 トンである。（タマネギ 1 トンを 1 家族で消費するに

は多すぎるように思われる。）ユニオンでは、販売した売上金をトラックの借用料など
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の必要経費を差し引いて生産者に配分する。ユニオンで販売すると、通常の市場で販売

するよりも 20UM/kg 高く買い取ってもらえる。ただし、売上金を生産者が受け取るの

が遅れるので、いつでも現金化できるように自分で販売する分をもっている。ユニオン

では共同販売のもうけの一部を貯蓄している。S-20 の組合は 100 万 UM、S-24 の組合は

80 万 UM の貯蓄がある。それらを種子や肥料の買い付けに利用している。 肥料は TSP

（リン酸肥料）で、共同購入は 7,000UM/袋で、個人小売価格の 10,000UM/袋より安い。

肥料買い付けに補助金があるわけではなく、卸売扱いされる量販の割引だけである。野

菜の種も共同購入しており、タマネギについては更新のため、5 年に一度種を購入する。 
 

（5）牧畜 

牧畜業は、以前（ダム設置前後）に比較してその労働に占める割合は低くなってきて  

いるものの、牧畜が対象地域における重要な生産活動の一つであることは確かである。 

対象地域において農業、牧畜が生産活動の作業に占める割合の比率は、農業対牧畜で  

9 対 1 の割合となり、牧畜を中心的な生業とする住民は、集落外周部に分布している状

況にあるとのことである。ダム設置後における（灌漑稲作）農業の推進により、農家世

帯における牧畜業の重要度は、それ以前に比較して低くなってきている。ダム設置後、

対象地域において牧畜業が占める地位は、農業の重要度の上昇に相対して低くなり、現

在においては、多くの住民は小規模に牧畜を行っているか（1 世帯が所有する家畜の平

均的頭数は１頭～5 頭の間となっている）。また、ある程度（10 頭以上）の頭数を有す

る住民は、他人に委託して家畜飼育を行っている。 

家畜の飼育管理形態は、（収穫後の）畑、自然草地、休閑地及び森林等を利用した粗

放的な放牧方式が採られているところ、これにより作物の食害等の被害がもたらされて

いる。家畜の食害に対しては、小規模な圃場においては生垣や鹿垣、有刺鉄線等による

柵を設置して家畜の侵入を防いでいるが、大規模な圃場においては、柵の設置は農民レ

ベルでは困難である。家畜による食害は、鳥害、病虫害と並び対象地域においても大き

な問題となっており、家畜飼育においては、これまでの粗放的な放牧方式に代わる家畜

の適切な飼育管理方法の検討が必要である。家畜の食害に関しては法律が制定されてお

り、被害が発生した際には、その飼い主に対して罰金等の法的な措置による制裁がとら

れることとなっているが、現状としては、十分に適用されているとは言えない状況にあ

る。 

また、家畜に関するその他の問題としては、ワクチンの不足、そして飼料となる牧草

の不足等が挙げられる。  

ヌアクショットには乳製品会社が存在しており、国内各所の村落（組合）と契約し、 

牛乳を集荷しているとのことであるが、フーム･グレイタ地域は道路事情が悪くアクセ

スが困難なため、その集荷対象とはなっていない状況である。しかしながら、当該地域

においては、EU の支援により道路が整備中であることから、住民間では将来における

牛乳等の販売による収入増への期待が大きいことが窺がえた。なお、対象地域において

は、牛乳は 1 頭あたり 3～5  /日生産するところ、Bachatt sud 村の例を挙げれば、同村

には 200 頭の乳牛が飼養されているので、単純計算すれば一日当たり 600 から 1,000 

の生産量があり、牛乳の販売に関してある程度のポテンシャルがあるものと考えられる。 
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２－７ 既存の適正農業技術及び営農体系 

（1）国立農学・農業開発研究センター（CNRADA） 

本機関は農業牧畜省の傘下にある唯一の試験研究機関であり、多種多様の試験研究を  

行い、国際研究機関との研究交流も積極的に実施している。CNRADA は、SONADER

を中心とする普及体制の中にも位置づけられており、その研究成果は CNRADA が持つ

研修システムや、SONADER の擁する普及員を活用し、農民レベルに伝えられるととも

に、逆に農民側からの要望が、CNRADA へフィードバックされる形態となっている。 

CNRADA は、農業及び農産物全般の研究を計画・実施し、成果を普及するという使

命があり、JICA のプロジェクト特に、農作物の多様化に高い関心がある。センター長

によれば、フーム･グレイタ地域は多様性があり、総合農業開発の適切な場所にあると

認識している。 

CNRADA は、1949 年に使節団が来訪し、1952 年に試験場がカンコーサに設けられた

のが始まりである。1960 年～1972 年はフランス植民地時代の、主に熱帯作物に関する

研究プログラムを実施した。1970 年に Rindiao に試験場を設置して、灌漑農業に関する

研究を開始した。1974 年に現在の CNRADA となり、2000 年に組織改革があり、技術系

6 部局と総務、経理の計 8 部局で構成され、以下の 5 つのゾーンと、支所に分けたアプ

ローチを持っている。 

・灌漑農業プログラム＝トラルザ 

・オアシス農業プログラム＝アドラール 

 ・都市近郊農業プログラム＝ヌアクショット 

・林牧業プログラム＝アサバ 

・天水・氾濫農業プログラム＝ギダマッカ 

 

灌漑農業プログラムを行うゴルゴル川流域には Sylla 、Rindiao など 5 つのステーシ 

ョンがある。このうち、訪問先の Rindiao ステーションは、1970 年代に設置され、その

後 1986 年に 6ha が増設されて、合計 20ha の圃場を所有している。果樹と野菜の研究の

ほか、種子・苗木を生産している。マンゴー13 種、グアバ 7 種、柑橘類 24 種、バナナ

4 種、パパイア 2 種を保持している。マンゴーは接ぎ木によって、レベル 1 とレベル 2

として販売している。パパイアとグアバは、接ぎ木をしないで販売している。柑橘の接

ぎ木した苗は 600UM/本で、一般にも販売している。 

  農民がアドバイスを求めてきたときには、無料で栽培に関する技術指導するし、栽培

密度などを示した技術シート（耕種基準）も配布する。また、果樹を新たに始める農民

には、果樹が生育するまでの収益確保のためのバナナや野菜作りをするようにアドバイ

スする。団体への研修は指導者研修も用意しているが、すべて有料で行い、ドナーの研

修では、研修内容や費用に関する契約書を交わしており、費用はその研修コースの作成

段階で交渉し、決定することにしている。 

多くの国際機関との協力関係や交流があり、研究パートナーとなっており、それらに

は、農業研究・開発のための中西部アフリカ会議（CORAF）、アフリカ稲作センター

（WARDA）、国際乾燥地農業研究センター（ICARDA）、世界アグロフォレストリーセ

ンター（ICRAF）、国際半乾燥地熱帯作物研究所（ICRISAT）、サヘル研究所（INSAH）、
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開発のための農学研究・国際協力センター（CIRAD）、オアシス持続的開発プロジェク

ト（PDDO）、西ブランカ灌漑農業整備プロジェクト（PAHABO）及びコミュニティ地域

開発計画（PDRC）などがある。 

 

（2）フーム･グレイタでの取り組み実績 

CNRADA によると、フーム･グレイタ地域での失敗は、研究機関をしっかりと巻き込  

まなかったことにあるとのことであった。SONADER と WARDA が、フーム･グレイタ

地域への新品種導入を食糧農業機関（FAO）の食糧安全保障特別プログラム（SPFS）の

もと、ユニオン（農民組織）を形成した 1996 年から 1998 年ころまで実施したが、ドナ

ーの資金でやっているので、プロジェクト期間だけの取り組みとなり、単発的に終って

しまった。 

 また、モニタリングも十分に行われなかった。特に、種子増殖で問題があり、種子生

産を行う農民が、指定の手順に対応できなかった。 

コメのほかの大麦、オートムギ、ソルガム、メイズなどの穀物の試験研究をしており、  

灌漑水が足らない場合には、コメに固執せず、ソルガムやミレットを奨励することもあ

る。水稲品種の登録は、種子国家評議会で行い、現在 15 品種ある。WARDA との協力

では 77 品種の参加型品種選定（PVS）を行っており、適応性試験を経て登録すること

になる。多く作付されているものは 3～4 品種で、高収量品種のジャイア、サヘル 108、

201、202、1529 などである。サヘル 1529 は透明感があり、食味もよいので人気がある。  

特筆すべき研究実績としては、ガマ繁殖防止のための水管理、ガマを使った民芸品製

作技術、土壌劣化や土砂流失対策、稲作に関する研究（種子増殖）、ネリカ米の普及、

植林事業などがあり、多種多様な研究を実施している。  

これらの研究成果はフーム･グレイタ灌漑地区においても適用可能なものが多く、是

非、開発調査にも参画したい旨の発言があった。ただし、本機関は、2005 年 4 月の調

査で調査団と要請書提出について合意された「セネガル川流域農業研究：灌漑作物の集

約・多様化（技術協力プロジェクト）」へ、実施機関としての参加を期待していたよう

である。 

フーム･グレイタ灌漑地区において、未利用農地が多いことについて、水路の維持管

理のみの問題ではなく、社会的側面（農地所有制度など）を指摘する意見があった。土

地所有者から法外な賃借料（収穫物で支払い）を要求されるため、耕作意欲を無くす農

民が多いこと、農地の賃借に対する契約の概念が薄いことなどを理由として挙げている。 

 

２－８ 農村社会・経済1 

（1）農村における経済活動 

対象地域において存在する村落は 15 村落2であり、これら 15 村落によりフーム･グレ  

                                                
1 本項目で示した統計数値に関しては、本件現地調査における聞き取りデータに加え、2005 年度に中西部アフリカ

地域支援事務所及び SONADER の合同により実施された対象地域 15 村における「農村社会調査（付属資料７）」の

結果数値（仏語）を適宜引用することとする。  
2  ① Ould Boughrou (Bachatt - Sud)、② Ol Aly、③ Kowel hel Yemani、④ Tough Etkur、⑤ Zeigue、⑥ Foum Gleita、
⑦ Loboudou、⑧ Sabhalla、⑨ Bachatt Centre、⑩ Hel Sid Elhady、⑪ Rakwa、⑫ Bagdadu、⑬ Agweida、⑭  Kowel 
hel Jaavar、⑮ Mvihralt 
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イタ村落共同体（Communaute Rural；末端の自治体で市レベルに相当）が構成されてい

る。当該地域の総人口は 8,887 人で、世帯数は 1,579 世帯であるところ、一世帯あたり

の平均的家族数は 5.6 人となる。当該地域に存在する 15 村落のうち、4 村落がフーム･

グレイタダム建設（83 年）以前から存在する村落であり、残りの 11 村落は、ダム導入

に際して設置された移住者による村落である。ダム建設以前から存在する村落に関して

は、プル族ないしモール族等、単一の民族によりで構成される村落であり、伝統的な首

長制も存在している。一方、ダム導入後に設置された村落については、それぞれの村落

において、プル族やモール族等が混在している3。 

フーム･グレイタ市はゴルゴル川流域にある乾燥地にあり、気温が高くなるため、住

居は土壁でできており小さい窓がある。非常に限られた場所に井戸が設置されており、

灌漑用水路の水を飲用にすることもある。安全な水へのアクセスは限られており、マラ

リアなどの感染症が多く、病気治療等のための医療費の出費は少なくない。配電はなく、

テレビは蓄電池を利用している。敬虔なイスラム教徒である多くの住民は、お祈りの時

間には村の中に存在する小さなモスクに足を運ぶ。 

対象地域内の村落における収入源としては、農業（天水 /灌漑）を筆頭に、牧畜、漁

業、その他の農業外収入（小商い等）が挙げられる。15 村落の中で、天水農業が大き

な割合（90％から 50％）として収入・家計に占める村落は 4 村落あり、灌漑農業に多

くを依存している村落は 6 村落ある（70％から 50％）。 

一方、牧畜業に収入源の多くを依存している村落は 2 村落ある（60％から 65％）。ま

た、天水/灌漑農業の両方が収入に主な割合を占める村落は 2 村落（天水が 15％から 40％

の割合で、灌漑も同等の割合）で、天水農業と牧畜業が収入源に同じ割合を占める村落

は 1 村落となっている（天水/牧畜ともに 40％ずつ）。15 村落がその収入源としている

生産業の比率には、若干の差異があるが、大きく括れば、これら 15 村落により構成さ

れるフーム･グレイタ村落共同体は、主に農牧業を兼業する農村による集合体であると

言える。 

なお、対象地域村落の中には、農牧業に加え、漁業を兼業する農村（7 村落、家計に

占める割合は 5％から 10％程度）も見られるとともに、一部（4 村落）においては、農

業以外の小規模な経済活動（小商い等、家計に占める割合は 3％から 5％）が行われて

いる。 

漁業については、日本の海外漁業協力財団（OFCF）による「内水面漁業開発及び流

通振興モデルの構築」プロジェクト（2003 年 4 月～2006 年 3 月）が、フーム･グレイタ

ダム湖を対象に実施された。プロジェクトの責任者によると、漁業者は、フーム･グレ

イタ地域の住民ばかりではなく、ギニアやマリ等近隣国から来ている人もいるとのこと

である。 

 

（2）農家収入 

対象地域においては、農業組合によるダムの水源を利用したコメの生産が、共同圃場

                                                
3 例えば、1960 年代に設置された Koweb Hel Jaavar 及び Koweb yemani はプル族のみで構成されている一方、83 年

に設置された Bachatt sud 村は人口 650 名のうち 390 名がプル族で、260 名がモール族であり、Foum Gleita は人口

3,000 名のうち 1,800 名がモール族で、1,200 名がプル族である。 
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における共同管理の下、自給及び換金を目的として行なわれているとともに（自給・換

金分等の比率は、自給分が 50％、換金分が 30％、残り 20％が生産コスト、詳細は後述）、

主要換金作物として野菜栽培が行われている。その他の栽培作物としては、個人の所有

する耕作地において、主に自給（一部換金）を目的として、メイズやソルガム等の穀物、

ニェベや落花生等の豆類、そしてサツマイモ等の根塊類が栽培されている。その他の現

金収入手段としては、出稼ぎによる送金とともに、家畜の売買や、果樹、（内水面）魚

類の販売等が挙げられる。 

このように、年間を通した現金収入の確保を図るべく、農民は、自然資本や人的資本

を活用しつつ、限定的ながらも複数の作物を組み合わせ、リスク分散を図りながら生計

を立てている。 

しかしながら、対象地域においては、「水害や旱魃等の天候不順」、「農地整備・水管

理・栽培技術等の不足」、「農業資機材へのアクセス難」等による農産物の低生産性、「道

路インフラの未整備」や「不十分な組織化」によるマーケットへのアクセス難や、「仲

買人等による不適正な価格設定」、そして「金融へのアクセス難」等の阻害要因により、

年間を通じた自給用の食料と、十分な現金を確保することは困難な状況にある。 

また、限られた農地や水等の自然資本や、農業組合や既存の社会資本等についても、

本来有しているポテンシャルに比較して、十分に活用されているとは言い難い状況にあ

る。現場においては、これらの外部要因と内部要因が複合的に絡み合い、農家生計に大

きな影響を与えている。 

 

○ Ould Boughrou（Bachatt – Sud）村の収入の事例 

Ould Boughrou（Bachatt – Sud）村における平均耕作地面積（灌漑稲作）は 0.5ha で、年

間の平均的収量は、4.5ｔ/ha であるところ、0.5ha での収量は 2.25ｔとなる。これにコメ

の単価（100UM/kg）を掛けると、粗収益は 225,000UM/年（≒約 643 ユーロ（1 ユーロ

≒350UM））となる。販売・換金（生活費用）分は 67,500 UM（30％）で、自給分は 112,500UM

（50％）である。その一方、生産コストに関しては収益の約 20％を占めており、その内

訳としては、トラクターの賃料が 4,000 UM（8,000 UM/ha）、コンバインの賃料が 10,000 UM

（20,000 UM/ha ）、脱穀にかかる経費が 22,500UM（10UM/kg×2.25ｔ）、そして水利費（灌

漑水使用料金）となる共益費が 8,350 UM（16,700 UM/ha）となるところ、合計で 44,850UM

の支出となる。 

 このことから、純収益は 67,650 UM≒約 193 ユーロとなり、生産による粗収益の僅か 30%

が手元に残る純収益（現金）となる。これが次の生産に回すことができる資金となる（こ

の中から稲作にかかる肥料代等についても別途手当てされることとなる）。しかしながら、

毎回の生産コストについては、ユニオン・農業組合を介して金融機関から融資を受ける場

合が多いことや、端境期における食糧不足、そして上記のような生産コストがかかる等、

農家の経営状態を考えると、手元に残る現金（純収益）も、食料の購入等、日常の生活費

として使用することとなり、純粋に次の生産に使用できる資金は限定される。  

他方、同村においては、主要な換金作物として野菜栽培が行われており、これは農家世

帯の大きな収入源となっている。野菜栽培による収入に関しては、平均耕作地面積（野菜） 
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は 0.67ha で、平均収量は 7ｔ/ha であるところ、0.67ha における平均収量は約 4.7ｔとなり、

それに野菜の平均単価（120UM/kg）を掛けると 564,000UM/年となり、コメの収益（粗収

益）より野菜栽培による収益の方が大きいことが分かる。しかしながら、その生産費につ

いては、タマネギ生産を例に挙げると、1ha 当たり 50Kg の化学肥料（10,000UM/kg）の投

入がなされているところ、そのコストは 335,000UM となる。 

なお、水利費は 1ha 当たり 16,700UM であることから、0.67ha で 11,189UM となり、化

学肥料と水利費を合わせると 346,189UM のコストとなる。このことから、野菜栽培によ

る純利益は 217,811UM（約 620 ユーロ）となるところ、生産コストは約 61%にも及ぶこと

となり、生産コストへの過剰な投入が確認できる。 

 

 上記事例から、農家経営は概ね計画・効率的になされているが、収益に対する生産コ

ストが占める割合が非常に大きいことが確認できる。このことから、個々の農家世帯を

はじめ、農業組合における必須事項として、生産コストや収益性を考慮した農家世帯の

経営体系の確立と、農民及び農業組合に対する農家・組織経営に関する知識の普及と意

識の改善の必要性がある。したがって、組織の生産管理や帳簿付け、基本的な計算等の

知識につき学ぶ場の創出の必要があるとともに、それを指導する立場にある SONADER

普及員、または NGO4等の農民支援関係するその他の現地リソースの能力向上も必要で

ある。 

一方、支出にかかる具体的な数値は入手できなかったものの、農家における最も多い

支出として食費が挙げられた。農家は自給用にコメを中心とした穀物を生産しているが、

水利施設の不適切な管理や農業資機材の不足、技術の不足等の阻害要因により、生産性

が低位にとどまっている。その上、生産される穀物も現金化の必要性から、全てを自給

用に当てることができないため、年間に必要となる自給用の穀物を十分に確保できてい

ないという状況にある。したがって、端境期には食料不足となり現金や資産の意味合い

もある家畜の販売による現金収入で食料を購入し、凌いでいる状況である。また、既に

述べたように、化学肥料等の農業資材にかかるコストも少なくなく、その支出が家計に

大きな影響を与えている。さらに、農家家計に占める教育費や医療費等に対する支出も

ある。 

なお、農家の家計（支出）に関し、対象地域と生産環境の類似する地域（セネガル川

流域）の数値を、参考情報として以下に示す（103 農家、平均家族数 8.5 人）。 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
4 農業組合に対しては、会計等の組織運営にかかる能力向上に関し、現地 NGO が研修等の支援を実施していると

のこと。 
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表 2-8-1 平均農家の支出（8.5 人/家族の場合の年間消費）  
 

項 目 金 額（UM） 

・食費 

・交通費 

・保健衛生・医療費 

・教育費 

・光熱費 

・娯楽・慰安費 

・冠婚葬祭費 

・その他 

440,810              

34,210             

33,010 

11,530 

25,270 

1,780 

66,380 

3,420 

合計 616,410 

出所：モーリタニア共和国セネガル川流域灌漑農業開発計画調査主要報告書 

  （平成 9 年 10 月）  

 

 （3）農村金融 

対象地域おいて、農業組合内部で独自のクレジットシステムを有する組織は存在して

おらず、所属するユニオンを通し、農業組合単位で金融機関から融資を受けるシステム

がとられている。また、それとは別に、個々に資金が必要となる場合においては、既存

の農業金融に独自にアクセスし、融資を受けている場合もあるとのこと。 

モ国の農業金融事業に関しては、1992 年にモーリタニア農業融資・貯蓄協同組合連

合（Union Nationale des Cooperatives Agricole de Credit et d’Epargne de Mauritanie ：

UNCACEM）が設置され、生産資機材購入資金の調達を支援することとなっている。 

なお、当該機関に関する情報は、「モーリタニア共和国セネガル川流域灌漑農業開発

計画調査主要報告書（平成 9 年 10 月）」よりの抜粋を、参考として以下記載する。 

 

モーリタニア農業金融事業は当初より管理問題に関する様々な事態に直面してき

た。 事業の初期、実施機関は FND（国家開発基金）であったが、その後 SMB（モ

ーリタニア銀行公社）に移管された。80 年代の初期から 1998 年までは SONADER

がこの業務を担当した。1988 年の開発銀行連盟の設立に伴い、農業金融事業は 1991

年までにこの銀行連盟に委託された。1992 年にモーリタニア政府とドナー側（仏、

独、世銀）との合意に基づいて、農業金融機関 UNCACEM が設置された。UNCACEM

の目的は、農家生産上の資機材購入の資金調達を支援することで、貸付システムは

短期と中期の 2 種類に分かれている。 

① 短期貸付 

この融資の目的は浮き柵のための資材購入である。その返済期限は、12 月 31 日

から 3 月 31 日の間に限られ、利息は 12%である。融資は農民の要求により資・機

材（肥料、種子、燃料などの生産必需品）の現物支給やその購入代金に対して行 

われる。 
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 ② 中期貸付 

この中期貸付は農業機械（灌漑ポンプ、トラクター、稲刈り機、脱穀機等）の購

入を目的とする。融資は購入代金の 70%までである。貸付期間は 4 年から 7 年間で、

利息は 12%である。 

貸付金の回収方法に関し、UNCACEM のロッソ（セネガル川流域の主要都市）支

局を例に挙げると、同支局は農家の農業生産物の販売収入により決済する制度を採

用している。なお、現在 UNCACEM は下記の問題に直面している。 

・未返済率が高く、機能が麻痺状態にある。 

・管理者が経験不足のため管理が杜撰である。 

・サポートしてくれる長期金融システムがない。 

・未返済者に対する法的制裁がない。 

・預金が集まらないため、貸付資金が減少している。 

 

（4）土地制度 

土地所有5に関して、モ国における土地は、基本的には国家の所有とされているが、

対象地域を含む農村地域においては、伝統的な所有・利用制度6が慣習として適用され

ており、先祖代々耕作している土地（対象地域で個人耕作している天水畑）については、

耕作者の所有と見做されている。 

一方、対象地域における灌漑地区等の組合により共同管理されている圃場については、

国と元々の土地所有者間に覚書（使用条件等記載）が交わされ、これらの旧所有者に対

しては、一定の土地収用代金が既に支払われ、国の所有に帰しているとのこと。このこ

とから、耕作者（実質的には農業組合）は国より土地（圃場）を借りて耕作している形

となっており、当該圃場の使用権と、そこからとれる収穫物については、基本的には耕

作者（農業組合）に帰属することとなっている。したがって、旧所有者と耕作者（農業

組合）の間では土地所有に関する問題は存在しないはずであるが、国による土地収用に

対して不満を有する所有者の一部においては、耕作者に土地から上がる収穫物の一部の

支払いを求める例が散見されるとのこと。この問題に関しては、引き続き国が両者間に

介入の上、対処・調停を図っている状況であり、今後、問題の解決が見られない場合に

は、国が所有する新たな土地を農業組合に提供することも検討しているとのことで、

SONADER 及び農業組合（農民）によれば、対象地域における土地問題は、解決し得る

問題であり、開発の阻害要因とはなっていないとのこと。 

このように、灌漑地域に関しても、関係者間においては、大きな問題として認識され

                                                
5 土地に関しては、国有地のほか、伝統的使用土地（terrain traditionnnel）・個人的使用土地（tarrain prive）及び集

団的使用土地（tarrain colectif）に分類される。政府は 1983 年に、土地を原則的に国家の所有であるとしながらも、

個人の土地所有を認める法律を制定するとともに、1990 年には法改正を行い、土地投機権限の地方分権化を強化し

たところ、これ以降における土地の所有権の取得は、①  5 ヵ年間の開発許可取得 ② 5 ヵ年間の暫定的耕作権取

得 最終所有権取得、という段階を経て行われる。なお、開発許可を取得し、5 ヵ年の開発期間が終了した時点で

土地全体の開発が行われていない場合には許可が取り消される。暫定的耕作権の 5 ヵ年においても申請した耕作計

画（地目、作物栽培計画）の実施が義務付けられている。開発許可取得後 10 年を経過すれば、最終所有権の取得

が可能になり、所有権が与えられると土地台帳に登記が行われる。（「モーリタニア共和国セネガル川流域灌漑農業

開発計画調査主要報告書(平成 9 年 10 月)」）。  
6 地域等にも若干の差異はあるが、一般的な土地利用に関しては、伝統的に使用してきた者に利用権が認められて

いるとともに、新たに開墾した土地についても、開墾者に優先的に使用権が慣習として認められている。 
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ていないようであり、事前調査からは土地所有制度が大きな開発の阻害要因になる可能

性は確認できなかった。一方、世銀によると、灌漑地域においては、旧所有者と耕作者

の間に土地にかかる問題が発生しているとの報告もあるところ、対象地域の社会的状況

に配慮しつつ、協力に際しては十分に調査を行なう必要がある。 

参考までに、モ国の土地利用状況に関し、「2006 年度貧困農民支援調査報告書」（2007

年 1 月）における記述を以下に記載する。 

 

モ国の農地の形態は、以下のとおりに区分される。 

① 天水農地（天水依存による農地、雨季である 7 月～12 月が耕作期） 

② バ・フォン（窪地にたまる天水を利用する農地、雨季終了後 10 月～2 月が耕作期）

③ 氾濫原農地（河川の増水を利用する農地、減水後に残存する土壌水分を利用するも

  のと、増水を堰きとめて、ある程度コントロールしながら利用することがある。11

月～3 月が耕作期） 

④ SONADER 管理地（SONADER が開発管理する土地の中で、未だ農民に引き渡され

ずに残っている大規模灌漑農場） 

⑤ 灌漑地（私的に造成され、私有の小型ポンプにより灌漑される私的事業地と国家に

よる灌漑事業で造成され、農業組合や農民グループによって経営される農地がある。

後者はさらに大規模共同事業地と中小規模共同利用地に分類される）             

 

表 2-8-2 モ国の農地形態  

 2001 2002 2003 2004 2005 

灌漑地  13,586 19,824  18,462  18,265  18,171

天水農地 144,305  63,517 126,210 120,248 123,293

バ・フォン  22,004  17,307  33,106  14,465  49,226

SONADER 管理地   3,646   2,250  20,484   5,846   8,241

氾濫原農地   9,939   6,320  10,500 10,000   9,573

 【農地の形態別耕作面積の推移】（農業省統計） 

  出所：「2006 年度貧困農民支援調査報告書」（2007 年 1 月） 

 

（5）農村における開発の阻害要因 

農民は、土地や水資源等の自然資源をもととして、生活を取り巻く状況に合わせて、 

リスク分散型の農家経営を行ってきているものの、農家（農業組合）経営の内容はあま

りにも脆弱・不安定である。対象地域においては、組織の脆弱性や能力・技術力の不足

等により、灌漑水等の地域資源が、その賦存状況に比較して十分に活用されていない状

況にある。したがって、農民自身においても、継続可能な技術―農民の組織強化による

持続的な水管理（施設の維持管理に加え、簡易的土地整備や水のコントロールの技術、

コメや野菜生産の適正技術の習得等）―により、資源ポテンシャルの効率的な利用を図

ることで、地域における農業生産性の向上を実現することは、十分に可能であると考え

られる。 
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また、対象地域においては、食料危機等発生時には、家畜の売却や借金等をはじめと

して、農家はリスクを回避するために様々な手段を講じて生計・生活を維持する努力を

行なっているところ、協力に際しては、農業のみならず、旱魃や洪水時等の万一の際に

おいて、農家の生活・家計を保障する手段（農家・農民組織の能力向上による効率・計

画的な農業経営の実現、生産物の多様化の推進、牧畜業の再評価等）についても、併せ

て検討していく視点も必要である。そして、そのリスク回避の手段は、農村部における

金融機関（お金の借り先）であり、家畜（動産）や出稼ぎ等であることも考えられるが、

その一方で、農村部の危機回避システム機能を組み込んだ組織を作り上げること、その

ような農業組合作りを行なうことを念頭に置き、協力を行っていくことが重要である。 

なお、聞き取り等による対象地域における主な阻害要因は、以下のとおり。 

①（水路内におけるガマの繁茂により）農繁期に水不足が生じる。 

② 水のコントロールの困難性、特に排水技術の難しさがあり、雨季時における洪水に

よる被害が大きい。 

③ 収穫物の保存手段がないことに加え、その販路が限定されている。 

④ 鳥害・病虫害・家畜の食害が甚大である。 

⑤ 給水施設の不備により、多くの村落においては、安全な水へアクセスすることが困

難であるところ、ダムの水は灌漑用水としては無論のこと、（給水施設がないので）

飲料水としても使用している状況であり、これにより水系感染症（下痢症、寄生虫病

等）が多発している。 

⑥ 農業資・機材が不足しているとともに、その価格が高値となっている。 

⑦ トラクター等、農業機械の賃料が高いとともに、農繁期に使用できる台数が限られ

ている。 

⑧ 水利費（灌漑水使用料金）の徴収率が低いことから、灌漑施設のメンテナンスを行

うことが困難な状況であるところ、それによる灌漑施設の劣化が発生している。 

⑨ 地力の低下や技術不足等により、コメや野菜等の生産物の収穫量が低位にとどまっ

ていることと、耕作可能面積自体も制限されている状況がある。 

⑩ 末端の農業組合（45 組合）とユニオンの指導部が十分に機能していない。 

⑪ ユニオン運営業務におけるユニオン関係者の職業意識が低く、特に融資機能が停滞

している。 

他方、ニーズとしては上記阻害要因への対応策に加え、①  コメ生産（自給生産）の

振興、②  野菜生産や農業生産物の多様化（換金生産）の振興、③ 牧畜業と農業の有機

的生産体系の確立による農家収入の向上が強調された。 
 

２－９ 農民組織 

（1）農民組織 

モ国における農民組織は、ピラミッドの底辺部においては、個々の農民で構成される

農業組合が組織されており、その上に農業組合を一纏めにしたU N I O Nが組織され7、ピ

ラミッドの頂点の全国レベルには「モーリタニア農業畜産業者連盟」（FAEM：Federation 

                                                
7 組合関係法令（「モーリタニア共和国セネガル川流域灌漑農業開発計画調査主要報告書(平成 9 年 10 月)」を参照）。  
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de l’ Agriculture et de l’Elevage de Mauritanie）（以下、農業者連盟）が存在しているとい

う形である（以下に関係図8）。 
                                               

 
図 2-9-1 農業組織関係図  

出所：調査団作成 

 

対象地域における農業組合に関しては、コメ生産を目的とする男性による農業組合が

灌漑区画ごとに 45 存在しており、これら組合の上部には、各組合の代表から構成され

るユニオン－「フーム･グレイタ農業者組合連盟」（UCAF：Union des Cooperatives 

Agricoles de Foum Gleita、1992 年に創設）－が存在している。 

一方、女性により構成される農業組合に関しては、野菜栽培を目的とする組合が 44

（総数約 400 名）存在し、これが地域の違いにより 2 つのユニオンに分かれて所属して

いる。女性（組合）は主に野菜栽培を中心に農業活動を行っており、コメの生産につい

ては、男性組合（主に世帯主にて構成）が担っている。コメ生産にかかる作業は、男性

組合員の共同作業であるとともに、家族単位での作業という側面もあることから、播種、

田植え等のコメ生産にかかる一部作業等については、女性も担っている。女性について

は、水汲み、薪炭材採取や家事に加え、農作業（野菜のみならず、コメ生産にかかる労

働の一部）も行っているところ、男性に比較して日常的な労働量が大きい。よって協力

に際しては、その女性が置かれている状況に配慮した内容・工程に留意するとともに、

女性の労働量の軽減の視点を踏まえた協力内容を考慮する必要もある。また、対象地域

においては、男性による出稼ぎも行われているところ、出稼ぎの詳細な状況、男性の不

在時における女性の労働力の担い手としての役割を、十分に把握・認識した上で協力を

行なう必要がある。   

上述した 3 つのユニオンは、全国レベルで一つの農業者連盟に所属する形となってい

                                                
8 記載図は「モーリタニア共和国セネガル川流域灌漑農業開発計画調査主要報告書(平成 9 年 10 月)記載の図を参考

とした。 
 

全国農業者連盟

（FEDERATION） 

末端農業組合

Cooperative 

末端農業組合

Cooperative 

末端農業組合 
Cooperative 

農業組合連合会

（UNION） 

 農業組合連合会

（UNION） 

農業組合連合会

（UNION） 
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る。農業者連盟の支部は州ごとに配置されており、各支部では、地方に存在するユニオ

ン・組合間における連絡・調整を行っているとのことであるが、農業者連盟の情報に関

しては、入手できなかった。現場レベルにおいて、農業組織間で密接な関係性があるの

は、実際にはユニオンと農業組合間においてであるものと思われる。農業者連盟に関し

ては、詳細な調査の必要があるが、対象地域においては、ユニオンレベルにおいても十

分に機能していないという状況があることから、全国レベルの農業者連盟の機能が、地

方レベルにおいても、十分に機能しているか否かについては疑問があり、末端の農業組

合及びその上位組織のユニオンの機能状況と併せて、十分に確認する必要がある。  
 

末端の農業組合に関しては、最低 7 名から組織することできる。農業組合は基本的に

は 7 名の事務局役員（会長、副会長、書記、会計等）で構成され、これら役員は、民主

的に選出される。農業組合の役割については、組合ごとに圃場管理（生産管理、共同作

業管理等）を行うことにあるとともに、一次・二次水路等規模の大きな水利設備・施設

の維持管理コストとして、1ha につき一定の水利費（16,700UM/年、約 48 ユーロ）の徴

収を担っている。その他に組合レベルで行うこととしては、直接的に関係する第三水路

以降の補修を独自に行うこととなっており、これに関しては、必要な費用を組合員から

費用を徴収するとともに、労働力を提供し合った上9で実施する。 

なお、農業組合に関し、参考までに「モーリタニア共和国セネガル川流域灌漑農業開

発計画調査主要報告書（平成 9 年 10 月）よりの抜粋を以下に記載する。 

 

1993 年に改正された組合法（法令 No.93.15）によれば、農業組合は活動目的（稲作、

野菜、畜産等）を同じくする 7 人以上が、資本金（1,400UM 以上）に、事務所住所、

活動内容等を明記した計画書を添えて書類を提出すれば、組合資格取得の申請が行え

ることとなっている。この申請を経て法的資格を得た組合は、地方土地管理事務所に

対して土地（伝統的利用土地、新規開拓地等）の使用権を申請できることとなってい

る。また、農業組合の構成要員が同じ村落内の住民同士の必要があるとは規定されて

いないが、多くの農業組合は同じ集落の村民により構成されていることが多く、さら

に社会的背景から男性と女性は別々の組合にて活動することが一般的である。  

また、組合レベルでは農地整備、圃場管理上の共同作業、共有水路維持管理等の作

業における相互扶助が行われている。 

 

水利費に関しては、農業組合において、所属するユニオンからの徴収請求に対し、総

会を通して組合員に通告の上、（1、2 ヶ月の猶予期間中に）徴収することとなっている。

農業組合により集められた水利費は、水利施設の維持管理資金として、ユニオンが

SONADER とともに共同管理を行うこととなっている。当該資金は、規模の大きな水利

施設・設備（一次・二次水路等）の維持管理費用として使用するとともに、各組合への  

  

                                                
9 組合レベルでは農地整備、圃場管理上の共同作業、共有水路維持管理等の作業における相互扶助が行われている。  
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  融資資金として使用しており、UNCACEM のカエディ支所10にて口座を設けて、管理 

されている。水利費の不支払いに対しては、ユニオンは末端の組合を介して督促を行い、

督促しても支払われない場合には、水の供給を止める措置がとられるシステムになって

いる。また、上述のとおりユニオンは SONADER と、資金の共同管理を行うとこととな

っているほかに、SONADER とともに、水利設備管理計画を作成することにもなってい

る。 

なお、SONADER によれば、現在、ユニオン及び SONADER により共同管理されてい

る第一次水路（主水路）を、農民（組合）自身が管理するためには、現在の全国一律

1ha 当たり 16,700UM/年の水利費では不可能であり、少なくとも 1ha 当たり 50,000UM/

年は必要であるとのこと。水利費 16,700UM/年以上になると、農家家計に与える負担が

大きなものとなることから、現状としては、導水路をはじめとする一次・二次水路等の

主要水路の維持管理に関しては、SONADER が中心となって管理しないと無理な状況が

あるとのこと。 

 

ユニオンが管理する資金はこの水利費のみであり、これを原資として、ある程度の維

持管理（一次・二次水路等）に関しては、ユニオンが担当することとなり、組合が管理

している第三水路以降に関しては、組合ごとにその修繕等を手当てする形となっている

（組合内の労働力無償提供や、修繕等の必要費用の分担）。水利設備に関する組合とユ

ニオンの担当範囲は、各レベルの内部規約において明記されているとのことであり、ま

た、それらには SONADER の役割分担についても、併せて明記されているとのこと。 
 

水利設備の維持管理以外のユニオンの役割としては、主に①「化学肥料等、農業資機

材の一括購入・配布」、②「生産物の販売」11、③「組合間における紛争調停」等が挙

げられる。①  に関しては、資材を必要とするメンバーリストが各農業組合内で作成さ

れ、これがユニオンへ提出されることとなっている。その際、農業資機材の購入費用を

組合内で徴収する場合もあるが、多くの場合は、末端の農業組合内において、種子、化

学肥料、トラクターの使用に関して必要量が見積もられ、それが農業組合の内の総会に

おいて合意された後に、その額をもとにユニオンを通して（水利費を預け入れしている）

UNCACEM より融資を受けるという方法がとられている。UNCACEM の融資利率は 12%

であり、作物の収穫後に一括返済する形がとられている（支払いがされない場合は法的

制裁を受ける）。 

以上のように、末端農業組合やユニオンは、組織独自において融資システムを有して

はいないが、組合員はユニオンを介して金融にアクセスできる流れが構築されている。 

ユニオンにおいては、全ての決定事項は総会（Asssemblee Generale：AG）により決議

されることとなっており、総会は各農業組合の代表（組合員数の規模に応じた代表者数

                                                
10 UNCACEM（モーリタニア農業融資・貯蓄協同組合連合（Union Nationale des Cooperatives Agricole de Credit et 
d’Epargne de Mauritanie）。1992 年に設置され、農業者に対する生産資・機材購入資金の調達を支援することとなっている。 
11 ユニオンの大きな役割としては、農産物の販売（共同出荷）が挙げられるが、これは十分に機能している状態で

はなく、農業組合による生産物については、ユニオンが必ずしも一括集荷・販売している状況にはない。生産物の

一部においては、ユニオンがトラックを借りて（末端農業組合の負担）、一括集荷・販売を仲介する例も見られる

が、多くは末端の農業組合レベル及び個々の農家において販売（カエディ、フーム･グレイタ等の近郊市場、場合

によってはヌアクショット）している例が多い。  
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が割り当てられる）により行われる。組合が行う全ての活動は、総会による合意の下に

決定されており、その上部組織のユニオンにおいても、各組合の代表による総会の下に

全 て の 事 項 が 決 定 さ れ て い る 。 ま た 、 ユ ニ オ ン 内 部 に は 理 事 会 （ Conseil 

d’Administration：CA）が設置されており、理事会の役員（13 名）は、総会において投

票・選出されることとなっており、理事会は総会により決議された事項の実施を担うこ

ととなっている。 

また、ユニオン内には、理事会とは別に、監視・調整委員会（Comite de Surveillance et 

de Controle：CSC）が設置されており、当該委員会の役員（3 名）は、理事会役員と同

様、総会において投票・選出されることとなっている。当該委員会は、理事会及びユニ

オンにより雇用されている人員12の監督・調整を行う役割を有する。 

 

ユニオン及び末端農業組合の役割の概要に関しては上述のとおりである。一方、対象

地域をはじめとして、モ国における農民組織の重要な役割としては、組織の大小にかか

わらず、「ドナーからの支援の取り付け」が挙げられ、それが組織結成の目的となって

いる場合が多い。また、外部からの支援により組織結成されたという例が多く、対象地

域においてもダムの導入とセットで組織化が取り入れられている。したがって、農業組

合・ユニオンともに、住民自らのイニシアティブで組織化されたのではないため、組合

員の意識は押しなべて低く、その組織の基盤は脆弱である。以上より、対象地域におい

て組織強化を進めるに際しては、組合員の意識向上がその根本的な課題として挙げられ

る。 
 

（2）普及体制 

灌漑農業普及13に関しては、世銀の支援により SONADER が州レベルから末端に至る

まで普及関係人員が配置されている（行政機関と農業組合を関係図14については次に示

すとおり）。また、その実情はともかく、普及体制には研究機関（CNDARA）も組み込

まれており、研究機関と連携して、研究成果が普及システムを通して現場レベルまで反

映される体制が構築されている。 

また、現場レベルにおいて発生する技術的な問題に関しても、普及システムの逆の流

れを通って、最終的には農業研究機関まで至るシステムが作られている。SONADER は、

現場レベルでの普及のため、優良圃場・モデル圃場を設置する等している。  

 

 

 

 

 

 

                                                
12 理事会内には、圃場担当者（生産管理、農業資機材購入担当）や販売担当等、その担う役割によっては、ユニオ

ンにより選出された上で、雇用されている人員も存在するとのこと。  
13 天水畑作農業及び牧畜業に関しては農業・牧畜省が担当している。  
14 記載図は「モーリタニア共和国セネガル川流域灌漑農業開発計画調査主要報告書(平成 9 年 10 月)記載の図を参考

とした。 
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図 2－9－2 農業関係行政機関と農民組織等の関係図  

出所：調査団作成 
 

 

対象地域における灌漑技術の普及に関しては、SONADER がダム設置以前の 1982

年より開始15しており、これまでの普及活動により、地域住民は、灌漑稲作に関する

一定レベルの技術を習得している。SONADER はフーム･グレイタ支所（人員 18 名）

に 4 名の末端普及員（AVB；Agents de Vulgarisateurs a la Base）と、それを管理・監督

するスーパーバイザー（Superviseur） 1 名を配置して、実際的な普及活動を行ってい

る（SONADER の普及体制図16については、次のとおり）。 

同地域の村落数は 15 村落で、総世帯数は 1,579 世帯であるところ、1 普及員が担当

する村落は 3 村落から 4 村落となり、担当世帯数は約 390 世帯となる。末端普及員に

よれば、村ごとに担当普及員が 2 週間に 1 度のペースで巡回し、基本的には個人農家

レベル17に対して普及活動を行っているとのこと。 

また、各普及員は村の中に住んでいるため、普及に際しては農村の社会状況に沿っ

た適正な技術普及が行われているとのこと。普及員の中には 10 数年間も同じ地域の

普及を担当しているものも含まれるとのこと。末端普及人員の異動は適宜行われるが、

現場を知悉している普及員は、長年同じ地域を担当する傾向にあり、対象地域の普及

員も上記のように長年同地域を担当している。 

なお、末端普及員の移動にかかる燃料費等の経費については、対象地域に対する普

及が開始されてから今日まで、世銀等のドナーによる援助金で手当されているという

のが実情である。 

 

                                                
15 1982 年以前には、地域住民は牧畜ともに天水畑作を行っていたが、同年以降は SONADER による灌漑農業（稲作)の技術

習得により、地域における灌漑農業の比率が高まってきている。 
16 記載図は「モーリタニア共和国セネガル川流域灌漑農業開発計画調査主要報告書(平成 9 年 10 月)記載の図を参考

とした。 
17 SONADER による普及は、基本的には農家個人に対して行われているが、組合レベルにおいて SONADER に対する技術

普及のニーズが発生した場合には、組合はユニオンを介して SONADER に技術普及を要請する形がとられている。 
 

UNION 

SONADER 
地方事務所

SONADER 本部 

農業牧畜省 

モーリタニア農業畜産業者 
連盟地方支部 

農業開発研究所 
（CNDARA） 

個人農家 

農業組合 



33 

 

図 2-9-3 SONADER 普及体制図  

出所：調査団作成 

 

 

（3）普及の課題 

普及活動の問題点としては、以下の事項が挙げられる（「モーリタニア共和国セネガ

ル川流域灌漑農業開発計画調査主要報告書（平成 9 年 10 月）の記載から、以下抜粋」。 

 

 

 

『SONADER の農業普及事業は、初期から数多くの問題を抱えている。即ち、これらは、

不適正な人員配置、不十分な農業資機材の調達と、農民の事業活性化に対する認識不足で

あり、具体例を挙げると普及活動における阻害要因は下記のとおり。  

 

①「施設・資機材の不足」 

AVB の普及活動は技術指導を目的としているが、農民は技術指導よりも灌漑排水を含

む圃場整備と農業資機材調達への支援を必要としている。 
 

②「SONADER に対する農民の不信感」 

スーパーバイザー 
（Superviseur） 

普及プログラム調整地方支部

長

農民組織専門員

（SOP） 

農民組織支援サービス部

開発局 

SONADER 本部 

人材育成・管理サービス部 技術普及サービス

専門技術員・開発課長 

農業普及員 
（AVB）

FEDERATION、UNION、 

農業組合、農民

中央レベル 

地方レベル 

SONADER の農業普及事業は、初期から数多くの問題を抱えている。即ち、これらは、

不適正な人員配置、不十分な農業資・機材の調達と、農民の事業活性化に対する認識不

足であり、具体例を挙げると普及活動における阻害要因は下記のとおり。 

 

①「施設、資・機材の不足」 

AVB の普及活動は技術指導を目的としているが、農民は技術指導よりも、灌漑排水を

含む圃場整備と農業資・機材調達への支援を必要としている。 

②「SONADER に対する農民の不信感」 

1993 年の機構改革により SONADER から農業金融と農業資・機材の機能が外されたた

め、農民は厳しい状況に置かれ、SONADER のプログラムを信用しなくなった。 

一方、SONADER も農民に対し、技術指導に従わないことや、杜撰な営農計画等につ

いて批判してきている。 
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1993 年の機構改革により SONADER から農業金融と農業資機材の機能が外されたため、

農民は厳しい状況に置かれ、SONADER のプログラムを信用しなくなった。一方、

SONADER も農民に対し、技術指導に従わないことや、杜撰な営農計画等について批判し

てきている。 

 

③「現在の普及技術レベルを超える問題」 

排水不良、湛水、塩害、砂漠化、鳥虫害、雑草、病害に対しては、現在の普及技術レベ

ルでは対応が困難である。 
 

  

 

 

 

 

 

上述したように、SONADER による技術指導は、一般的に個人の農家単位に対して行

われているが、一方、組合内の合意形成の上で、ユニオンを介した要請により、組合レ

ベルに対する技術普及を行う場合がある。このように、組合レベルで対外機関との接触

が必要となった際には、ユニオンを通して行うこととなっている（対外的な窓口の一元

化）。 
 

普及に関し SONADER は、上述したように個々の農家への普及を基本として、必要に

応じて農業組合への技術指導（優良圃場・モデル圃場を設置等）を行うとともに、ユニ

オンに対しては経営指導（NGO の支援の下、会計、帳簿付け等資金管理への支援）も

行っているとのことである。しかしながら、末端の農業組合やユニオンの内部には、組

合員に対する技術普及を担当する部署は設けられていない。このように、対象地域の普

及に関しては、SONADER が一括担当しており、農業組合、ユニオンレベルにおいては、

会員に対する技術普及を担当する役割は有していないとのことである。 

なお、対象地域においては、構造調整以前は、SONADER が農業生産にかかる全てを

引き受ける形（種子・肥料の手配から、収穫物の引取りまで）であったため、これが農

民の自立心を殺ぎ、SONADER 等公共機関や農業組合間の依存心を増長し、その結果、

水利施設の維持管理がなされず、現在の状態（水利施設の劣化）に至ったという経緯が

ある。この失敗18を踏まえ、SONADER は、農民の自主・自立を標榜している。しかし

ながら、SONADER には、普及や機材・施設の維持管理に関する責任と裁量は、第一義

的には SONADER にあるとの組織論理が根底には存在しており、これが現場において二

律背反を起こしているという状況がある。 

 

                                                
18 当初 SONADER や組合及びユニオンの果たす役割が明確ではなかったとともに、組合の内規等により各自の役割

が成文化された後も、その浸透が十分でなかったこと等により、共同管理部分における維持管理が十分になされな

かったという経緯がある。  

③「現在の普及技術レベルを超える問題」 

排水不良、湛水、塩害、砂漠化、鳥害、雑草、病虫害に対しては、現在の普及技術レ

ベルでは対応が困難である。 

④「農業機械の維持管理問題」 

地域内には、各国の援助で導入された農業機械や精米・製粉施設等が存在するが、維

持管理が不十分な上に、部品の調達ができないところ、その多くが故障したまま放置さ

れていることから、普及活動の中に農業機械・施設の維持管理技術と、普及訓練を加え

る必要がある。 

⑤「農牧漁業の有機的な繋がりの欠如」 

セネガル川等の河川流域では、古くから農業や牧畜業のほかに漁業が行われている。

しかしながら、この三つの分野を総合化した農業体系の研究は十分に行われていないと

ころ、今後における技術導入としては、牧草管理と集約的家畜飼育、稲作と牧草の輪作、

栽培作物の多様化、圃場の水管理技術の改善等の研究開発と技術普及が必要である。  
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なお、参考までにフーム･グレイタ農業組合連合会及び農民代表への聞き取り調査結

果を以下に示す。 

・農業組合連合会（ユニオン）の傘下にある末端組合（コーポラティブ）の代表者が一

堂に集められ、意見の交換が行われた。農民からは過去に施設の維持管理をほとんど行

わず、現在の状況に陥ったことについての反省を述べる発言と、今後は（牧民ではなく）

農民としての自覚をもって、責任を果たしていくとの決意を述べる発言があった。  

・右岸側水路掛りで耕作可能な 400ha の農地（水田作、畑作が混在）とは、固定して活

用される農地ではなく、ローテーションにより耕作する農地を変えており、同時期に耕

作される農地の全体面積であることが聞き取りによりわかった。したがって、現時点に

おいても灌漑可能な農地面積自体は 400ha 以上であり、通水障害の解消や水配分の適正

化が行われれば、相当数の農地が有効活用されることが想定される。ただし、耕作面積

の制約要因が用水不足のみに起因するのか、開発調査において明確にする必要がある。 

 また、農民自身が行う水管理の内容については明確な説明は得られなかった。  

・ガマの繁茂により必要な時に必要な量の水の供給が無いことへの不満のほか、収穫し

た野菜を保存する冷蔵施設を、日本側より供与してほしい旨の要望があった。訪問した

サイトでは女性グループによるタマネギの栽培が行われていたが、流通やアクセスの不

備から、その多くを腐らせている現状が説明された。概して、現地農民達の開発調査の

スキームや具体的活動への理解度は低く、ドナーによる資機材供与や水路のリハビリに

関心が集中し、自ら行うべき行動に関しては、自発的な提案は無かった。農民の他力本

願の意識を改め、自らの財産を自らの行動によって維持管理していくとのオーナーシッ

プの醸成が、次期開発調査の大きな課題となろう。 

・幹線部分については、農民が賦課金を供出し SONADER が維持管理を行っており、末

端部の水路に関しては、農民が共同作業を行っている旨。耕作が行われている農地を除

けば、末端部の水路の管理は皆無の状態となっている。 

 

２－１０ 他ドナーの動向 

 上述したように、世界銀行がセネガル川全体を対象とし、モーリタニア国セネガル川流

域灌漑農業開発計画（PDIAIM）を実施しており、各ドナーはその計画に沿った協力を実

施している。 

 現在実施中の PDIAIM フェーズ 2 の概要は以下の通り。 

（1）期間：2005 年 6 月 30 日～2010 年 12 月 31 日（フェーズ 1 が 5 年、フェーズ 2 が 5

年、フェーズ 3 が 5 年） 

（2）費用：世銀負担分 39 百万ドル、モーリタニア政府負担分 4.8 百万ドル、受益者負             

担分 2.8 百万ドル 

（3）他出資者：アフリカ開発銀行、イスラム開発銀行 

（4）目標：セネガル川流域において、灌漑農業に付加価値を与え、農家の所得向上と雇

用の創出を図る。 

（5）成果： 

1）農業奨励措置の確立  

2）自立運営可能な灌漑地区の拡大：20,000ha 以上のリハビリ。 
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そのうち 13,000ha（ただし、2,000ha は新規灌漑地区）を本プログラムが、10000ha

を他の援助機関がリハビリ。ただし、フェーズ 2 では 5,000ha。 

3）営農の多様化 

（6）活動： 

1）キャパシティービルディング 

・公共サービスの向上 

・プロジェクト運営体制の確立 

・農業生産組織（国家レベル、州レベル）の確立 

・灌漑管理事務所の設立 

2）灌漑農業のためのインフラ整備 

・灌漑地区の拡大 

・フェーズ 1 で指摘されたインフラの整備 

・ポンプ場の設置 

・フェーズ 3 に向けた実施可能調査 

3）農業関連分野の支援  

・農民組織（農協）活動の支援 

・米関係者（生産者、精米業者、販売業者）支援（クレジット） 

・農産物の多様化 

4）プロジェクト管理 

 

また、世界銀行での聞き取り調査結果は、以下の通り。 

・PDIAIMⅡの実施状況について、事前調査時に「フェーズ 2」の中間評価を実施中で

あった。PDIAIM で作成された M/P には大きな変更はなく、世銀としてもフーム・グ

レイタ灌漑地区のリハビリ事業について、PDIAIM の一翼を担うものとして、日本側

援助を期待する旨の発言があった。なお、フェーズ 2 の中間評価の結果を受けて、2010

年からスタートするフェーズ 3 の具体的な内容も決定するとのこと。 

・世銀としては、SONADER に対し、現地の情報が提供されないこと、戦略が無いこと、

中央の行政機関（農業牧畜省等の本省）の指揮下と離れたところ（州レベルか）で事

業が実施されていることに不満を持っている。モニタリングをしっかりと実施し、イ

ンディケーターをプロジェクトに組み込んで評価していくことが重要と考えている

ので、開発調査において、日本側と情報共有できることを大いに期待しているとのこ

と。 

・フーム・グレイタ灌漑地区は、農業のポテンシャルはあるが、種々の課題によりその

力を発揮できていない。その一つに、フーム・グレイタ特有の土地所有制度の不透明

さがある。農地のほとんどを数戸の農家が所有しており、小作料を取っていることが、

農家の意欲を減退させている。 

 

優先対象地域となるフーム･グレイタ地域については、過去には、世界銀行が灌漑施

設整備にかかる調査を実施したものの、EU がカエディとフーム･グレイタ間の道路建設

を実施している以外は、ドナーは活動していない。 
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一方、ゴルゴル川周辺においては、各種ドナーが活動しており、セネガル事務所が

2007 年 10 月に調査した他プロジェクトの概要は、以下の通り。 

 
図 2－10－1 フーム・グレイタ灌漑施設の位置 

 

① PPGⅠ：1975 年 EU の協力により完成したポンプ灌漑地区。雨季の稲作、乾季の野

菜作の 2 毛作を実施。当時農業機械等も供与。現在農民組織により自主的に運営さ

れている成功案件。 

② PPGⅡ：1995 年に EU の協力により完成したポンプ灌漑地区。本年発生した洪水に

より堤防が決壊し、現在冠水中。 

③ Leqceiba 灌漑地区：イスラム開銀の出資（MAGHMAⅢ）によって作られた小規模灌

漑地区の集まり。世銀の PDIAIM によりリハビリを実施。 

④ PGIRE：OMVS（セネがル川開発機構）を通じ世銀が出資しているプロジェクト。 

PPGⅠのポンプ場の改修、水資源開発等を実施。現在フェーズ 2。 

⑤ PDIAIM フェーズ 2：世銀が 2010 年まで実施予定の灌漑農業開発プログラム。セネ

ガル川を対象。SONADER の機能強化、小規模灌漑地区のリハビリと維持管理技術

の移転、作物の多様化、ポストハーベスト、流通を含む総合プログラム。農業技術

に関しては、WARDA が協力を行っている。 

⑥ PDRC:同じく世銀の村落開発プログラム。フーム・グレイタは対象外。 

⑦ PASC：IFAD が出資している貧困対策プロジェクト。フーム・グレイタも対象地域

の一つ。学校建設、保健所の建設（予算不足により未実施）、識字教育、村役場の建

設、生活改善活動等、NGO を通じ実施中。対象は女性。 

⑧ 5 Education：国の学校建設プロジェクト。フーム・グレイタ灌漑地区で 5 校建設。 

⑨ AID（Association International de Developpement）が出資し、フーム・グレイタ灌漑

地区の施設リハビリ計画を策定済み。 
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⑩ 世界食料計画（WFP）が Food for Work をゴルゴル川流域で実施中。活動内容は住民

の合意によって決められるが、フーム・グレイタ灌漑地区の幹線水路の維持管理も

含まれていた模様。 

 

２－１１ 環境社会配慮 

 本件の本格調査にかかる想定されるパイロットプロジェクトについては、既存の圃場を

使っての営農技術及び参加型水管理の実証であり、環境への負の影響はない。また、開発

調査実施後の事業化においては、既存の灌漑施設の改修であり、工事の実施に伴う騒音・

振動、捨土等が発生する可能性はあるものの、SONADER のフーム･グレイタ支所長に確

認したところ、対象地域で、世界銀行が環境影響評価を実施した結果、特段の問題は無い

との回答があった。しかしながら、SONADER の環境担当者とは、スケジュールの関係で

面会することができず、詳細な配慮事項及び手続き面に関しては、確認できていない。  

したがって、世界銀行の環境影響評価にかかる報告書を十分に分析すると共に、本格調

査開始時に SONADER 環境担当者等環境社会配慮に関連する者に、十分に確認する必要が

ある。 

予備的スコーピングの結果は、以下の通り。 

 
表 2-11-1  予備的スコーピング  
 
 調査活動コンポーネント 

項目 参加型水管理 営農技術改善 フーム･グレイタ灌漑施設
改修にかかる調査 

社会環境 
住民移転、 
周辺住民の 
生活への影
響 

No No No 

（理由） 住 民 が 入 手 可 能 な
資・機材を用いた適正
規模の取水施設や水
路の整備を予定して
おり、住民移転や周辺
住民の生活への影響
は想定されない。 

既存の栽培技術の改
善の範囲を想定して
おり、周辺住民の生活
への影響は想定され
ない。 

既存の施設のリハビリが
対象であり、負の影響は想
定されない。 

土地利用 C No No 
（理由） 圃場レベルの小規模

灌漑や水田・畑地の整
備等は住民を主体と
した参加型による実
施を想定しており、大
型の土木工事機械等
の導入は予定されて
いないが、立地や規模
によって影響の可能
性がある。 

既存の栽培技術の改
善の範囲を予定して
おり、土地利用への影
響は想定されない。 

既存の施設のリハビリが
対象であり、負の影響は想
定されない。 

社会的慣行
への影響 No No No 
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（理由） 住民参加を通じた適
正な規模の整備を想
定しており、社会的慣
行への影響は想定さ
れない。 

既存の栽培技術の改
善の範囲を想定して
おり、社会的慣行への
影響は見られない。 

既存の施設のリハビリが
対象であり、負の影響は想
定されない。 

貧困層、社
会的弱者、
少数民族へ
の影響 

C C C 

（理由） コミュニティーの合
意形成をベースに進
め、女性や移入者等、
社会的弱者が参加可
能な事業とすること
に留意し、必要に応じ
て、モ国の法令に則り
環境社会配慮調査を
実施する。 

コミュニティーの合
意形成をベースに進
め、女性や移入者等、
社会的弱者が参加可
能な事業とすること
に留意し、必要に応じ
て、モ国の法令に則り
環境社会配慮調査を
実施する。 

コミュニティーの合意形 
成をベースに進め、女性 
や移入者等、社会的弱者 
が参加可能な事業とする 
ことに留意し、必要に応 
じて、モ国の法令に則り 
環境社会配慮調査を実施 
する。 
 

文化的遺跡 No No No 
（理由） 文化的遺跡等は存在

しない。 
文化的遺跡等は存在
しない。 

文化的遺跡等は存在しな
い。 

衛生 No No No 
現状と比較して、特に
悪化する要因は見当
たらない。 

現状と比較して、特に
悪化する要因は見当
たらない。 

現状と比較して、特に悪化
する要因は見当たらない。

（理由） 

所得向上に従い生活
が向上し、衛生状態が
改善される可能性が
高い。 

所得向上に従い生活
が向上し、衛生状態が
改善される可能性が
高い。 

所得向上に従い生活が向
上し、衛生状態が改善され
る可能性が高い。 

伝染病の 
リスク C C C 

（理由） 一般に水田を想定し
た場合、小規模でも伝
染病を媒介する蚊や
アブの増殖等が考え
られる。 

一般に水田を想定し
た場合、小規模でも伝
染病を媒介する蚊や
アブの増殖等が考え
られる。 

一般に水田を想定した場
合、小規模でも伝染病を媒
介する蚊やアブの増殖等
が考えられる。 

自然環境 
地質、地勢
への影響 C No No 

（理由） 圃場レベルの小規模
灌漑や水田・畑地の整
備は、住民を主体とし
た参加型の整備であ
り、大型の土木工事機
械等の導入は予定さ
れていないが、立地や
規模によって影響の
可能性がある。 

既存の栽培技術の改
善の範囲を予定して
おり、地質、地勢への
影響は想定されない。

既存の施設のリハビリが
対象であり、負の影響は想
定されない。 

土壌浸食 No No No 
（理由） 畦をつくる水田なの

で、土壌浸食を防止す
る方向に作用する。 

関連無し 既存の施設のリハビリが
対象であり、負の影響は想
定されない。 

地下水 C C No 
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（理由） 田畑への補助水源は
雨季を中心とし、地下
水の利用は想定され
ていないが、立地や規
模によって影響の可
能性がある。 

田畑への補助水源は
雨季を中心とし、地下
水の利用は想定され
ていないが、立地や規
模によって影響の可
能性がある。 

既存の施設のリハビリが
対象であり、負の影響は想
定されない。 

周辺水域へ
の影響、水
質汚濁、土
壌汚染 

C No C 

（理由） 化学肥料、農薬等の過
大な使用は予定して
いないため、周辺水域
への影響、水質汚濁、
土壌汚染は想定され
ないが、立地や規模に
よって影響の可能性
がある。 
 

既存の栽培技術の改
善を予定しており、周
辺水域への影響、水質
汚濁、土壌汚染は想定
されない。 

既存の施設のリハビリが
対象であり、大きな負の影
響は想定されないものの、
場合によっては捨土によ
る影響が発生する可能性
がある。 

動植物及び 
多様性 No No No 

（理由） 関連無し 既存の栽培技術の改
善を予定しており、動
植物及び多様性への
大きな影響は想定さ
れない。 

関連無し 

気象 No No No 
（理由） 気象に大きな影響を

及ぼす規模の開発は
想定されない。 

気象に大きな影響を
及ぼす規模の事業は
想定されない。 

気象に大きな影響を及ぼ
す規模の事業は想定され
ない。 

景観 No No No 
（理由） 関連無し 関連無し 関連無し 

地球温暖化 No No No 
（理由） 地球温暖化に大きな

影響を及ぼす規模の
事業は考えられてい
ない。 

地球温暖化に大きな
影響を及ぼす規模の
事業は考えられてい
ない。 

地球温暖化に大きな影響
を及ぼす規模の事業は考
えられていない。 

騒音・振動 No No C 
（理由） 騒音・振動等の影響を

及ぼす規模の事業は
想定されない。 

関連無し 工事に際しての騒音・振動
等の影響が懸念される。 

地盤沈下 No No No 
（理由） 関連無し 関連無し 既存の施設のリハビリが

対象であり、負の影響は想
定されない。 

悪臭 No No No 
（理由） 関連無し 関連無し 関連無し 

事故 C C C 
（理由） 水中の作業は安全に

十分に配慮する必要
がある。 

関連無し リハビリする場合は、機材
を導入することから、モ国
の法令に則り、必要に応じ
て本格調査の進捗に併せ、
環境社会配慮調査の実施
が求められる。 
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第３章 本格調査実施にかかる協力の方向性 

 

３－１ 全般的事項 

（1）TICAD Ⅳにおける位置づけ 

2008 年 5 月 28 日～30 日の間、横浜で開催された第 4 回アフリカ開発会議（TICAD Ⅳ） 

（モ国からはアブダライ大統領が出席）において「アフリカ稲作振興のための共同体」

（Coalition for African Rice Development: CARD）が合意され、サブサハラ・アフリカの

コメ生産を向こう 10 年間で倍増することを目標とし、国際機関、マルチ・バイドナー

等による協議グループを形成して、支援を推進することが確認されている。 

本開発調査においても、相手国とともにその合意を共有し、モ国全体としての国家 

レベルのサポートを得ながら実施し、その成果を目に見える形でモニタリングし、発

信していくことが重要。 

また、途上国における食料価格高騰が大きな問題となっている中で、耕作可能地が

限られ、食料の多くを海外に輸入に依存するモ国（穀物自給率 25％）や隣国のセネガ

ル国においては、すでに抗議デモや暴動が発生している。本件に係る対象地域の実態

も踏まえながら、プロジェクトを実施することが重要と思料される。 

 

（2）調査実施体制について 

協議議事録（M/M）に、調査実施体制として SONADER 総裁を委員長とする運営委

員会を設けることで合意されている。しかし、運営委員会のメンバーの選定の過程に

おいて、SONADER 関係者と州政府レベル代表からなる技術委員会としたいとするモ

国側と、省庁、世銀など中央の第三者を加えた運営委員会とすべきとする日本側との

間に、大きな意見の相違があった。 

このことは、州レベルにおいて、SONADER が実施している事業について、十分な 

情報提供が中央機関になされないこと、実施内容の不透明さを指摘した世銀モーリタ

ニア事務所からの聞き取りと符号するものと思料される。 

このため、事前調査団においては、技術委員会の設置は、事業の技術レベルの確保 

に有効であるとしたうえで、開発調査スタート後に設置することとし、運営委員会は

外部機関も含め、情報の共有を図り、モニタリング機能を持たせることが重要である

こと、オブザーバー（世銀等を想定）の参加も重要であることを主張し、合意された。  

開発調査の実施にあたっては、本運営委員会の機能を有効に活用し、中央と地方、  

SONADER と他の関係機関との情報共有と透明性の確保に努める必要がある。単に州

レベルの農業開発として埋没することなく、あくまで国家レベルの農業施策としての

認識醸成や具体的サポートを得るためにも、運営委員会は重要な役割を担うものと思

料される。 

 

（3）無償資金協力について 

前述したように、本開発調査は既に申請済みの無償資金協力について、実施の妥当  

性、また、妥当性が確認された場合の具体的な対象施設、工法、事業費及び管理体制
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等を明らかにすることが、目的の一つとなっている。妥当性の判断にあたっては、ハ

ード整備に関して、原型復旧が基本となるものと想定されるが、維持管理体制などの

ソフト整備については、従来の仕組みは全く機能しなかったころから、如何なる仕組

みを導入するのかが、持続性において極めて大きな要素となる。また、その検討にあ

たっては、事前にフーム・グレイタ灌漑地区に特有の社会的背景や風習を十分に把握

することが重要と思われる。 

 

３－２ 行政システム 

  実施機関である SONADER は農業牧畜省の傘下機関ではあるものの、フーム･グレイタ

地域等の灌漑地域においては、灌漑施設の維持管理のみならず、農業技術の普及にいたる

部分まで、実質的な責任をすべて負っている。第 2 章でも述べたが、SONADER 自身は、

ゴルゴル州に支局を有するのみならず、フーム･グレイタ灌漑地域においても、その支所

に灌漑技術者及び農業普及員を抱えており、十分とはいえないまでも、フーム･グレイタ

地域の灌漑農業を活性化するためには、良い条件であると考える。 
 

３－３ 農業の方向性 

（1）フーム･グレイタで適用可能と思われる農業技術 

CNDARA は、以下の農業技術を有しており、それらの技術はフーム･グレイタ地域 

で適応可能であると思料する。 

研究プログラムの一環として堆砂防止策を検討している。畝づくりや岩石によるベ 

ルトを作ってウォーターハーベストを行い、表土流失抑制のための後背地対策を行っ

ている。試験ではベルトに沿って新たな植生の回復がなされ、効果が上がっている。  

ガマ対策はフーム･グレイタでは行っていないが、トラルザでの経験がある。水面下  

10 ～15cm で刈り取りを行い、45 日ごとに更に 2 回繰り返すと死滅する。ガマの有効

活用は尿素を添加し、飼料（サイレージ化）として活用する。小型機械で裁断しミネ

ラルを加えて飼料とする。ほかに、炭化して炭として利用することや、工芸品として

は、ゴザに加工して利用できる。 

フーム･グレイタではタマネギの収穫期がずらせないために、安い価格で販売せざる

を得ないという問題については、一般的な赤いタマネギのほかに、 IRAT62、BLANC

ソマラナがあるので、それらの適応性試験を実施することは可能である。保存するに

は乾燥したところに空気の通りやすい棚を作ることで、保蔵期間を長くすることがで

きる技術を開発しており、出荷調整することを指導している。このときには、ガマを

編んで棚の材料に使うこともできる。 

 

（2）経営体系の確立 

コメ等の穀物生産に関しては自給用が主体であるが、収穫前の 1～2 ヶ月は備蓄がな

くなり、購入しなければならない状況にある。したがって、農家の生計を安定させる

ためには、主要な現金収入の手段である野菜栽培等の生産性の安定化を確保する一方、

コメ等の主要な栽培穀物の生産性の向上を図り、食料自給の安定化を図ることが必要

であるとともに、生産コストや収益性を考慮した農家世帯の経営体系の確立の必要が
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ある。 

特に、機械使用のコストが生産物の 4 割にもあたるとの報告があることから、

SONADER の機械部の新設に合わせた賃耕サービスの提供を含めて慎重に検討すべき

である。なお、機械部の組織は、以下の通り。 

 

図 3-3-1 機械部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：調査団作成 

 

（3）牧畜 

農業の生産性が不安定な当該地域おいて、食料危機等の発生により、予期せず現金

が必要となる際においては、家畜が最終的な手段として販売されることが多い。この

ように、家畜の存在は生活の安全保障的な意味合いに加え、「牛乳販売による収入向上

への要望」があるように、現金収入源となる家畜は、農家においては農作物の生産と

ともに、家計の中において重要な位置を占めている。牧畜が生活に占める割合が昔と

比べ低くなってきたとは言え、家畜の資産的意味合いや、家畜による農作物の食害に

よる被害も含め、対象地域住民の生活における家畜の存在は重要であるところ、当該

地域における農家の生計を向上させるためには、牧畜分野に対する視点も必要である

と言える。 

 

（4）複合農牧畜業 

対象地域では、家畜の耕起等の農耕への利用例は確認できなかった。また、家畜糞

尿の土壌改良への利用も体系的に行われておらず、地力低下（有機物の不足）による

低収量が大きな問題となってきている。このように、牧畜業と農業生産が密接に関係

した生産体系とはなっておらず、両分野は分離され、別個に営まれている状況である。

機械部長

営業課 

 

・ 課長 

・ 積算担当 

 

 

 

 

 

財務･管理課 

 

・ 課長 

・ 会計担当 

・ 秘書 

・ 伝令 

・ 警備員 

 

 

維持管理課 

 

・ 課長 

・ 操作担当 

・ 倉庫担当 

・ 整備士 

・ 整備士補佐 

・ 溶接士 

・ 電機担当 



44 

今後は、これまで分離して行われてきた農業生産と牧畜業を有機的に結びつける生産

体系（土壌改良材としての家畜糞尿の利用等）確立の視点が必要である。 

なお、農業牧畜省の指導の下、農業と牧畜を複合的に絡めた生産活動に関する研修

（稲わらを家畜飼料として利用する等）が開始されているとのことであるところ、当

該普及活動の詳細と背景に関しては、牧畜を含めた対象地域の状況とニーズを再確認

する必要がある。 

 

（5）営農の改善 

農民のインセンティブを高めるためには、灌漑農業のメリットを生かし、高品質か

つ付加価値のある作物の導入や、安定した生産を可能とするなど、営農の改善が重要

である。本開発調査の工期は全体で 2 年を想定しており、営農改善に関しては、短期

間でも成果が得られるよう、試験研究的なアプローチではなく、CNRADA などが有す

る既存の技術や研修システムを実践的に活用することが重要である。  

また、カエディとの間に、2 年後に舗装道路が EU の援助で建設される予定であり、

マーケットへのアクセスが大きく改善されることが見込まれる。都市部での需要の動

向を把握したうえで、戦略的な営農が検討される必要がある。 

 

３－４ 灌漑施設整備及び維持管理体制等の方向性 

（1）灌漑施設の整備について 

灌漑施設に関する機能的課題とその改修の方向性にかかる留意点は、以下のとおり。 

① ガマの繁殖による通水阻害 

導水路及び分岐後の一次水路のほぼ全線に渡りガマが繁茂している。ガマの植生密

度は高く、一旦刈っても一年で 3 ｍまで伸長し、また、地下茎が発達しているため、

根絶が難しく通水阻害、通水断面の減少が顕著であり、下流部の用水補給に支障をき

たしている。 

② 水路の堆砂、損傷による通水不能 

2 次水路以下の水路については、常時通水していないため、ガマの繁茂はほとんど

無い。むしろ問題は、水路の維持管理活動が全く行われておらず、土砂の堆積、盛土

の崩壊が見られ、通水不能のブロックが相当あることであり、水路延長が大きいこと

から、改修には相当の費用と時間を要するものと思われる。  

③ 排水路の堆砂、損傷による湛水被害 

農道に沿って造られた排水路は、土砂の堆積により全く原型をとどめておらず、も

はや排水効果は期待できない状態である。雨季の降雨強度を再度チェックし、排水計

画を見直す必要もありうる。 

 

以上のように幹線から末端水路、排水路までほぼ全線について、大きな問題を有し

ており、もはや部分的な改修等により、本地区の灌漑農業再活性化を行うことは困難

と思われる。抜本的かつ再整備に近い改修が行われる必要がある。改修計画の策定に

あたっては、原型復旧を基本とするものの、部分的には将来の維持管理方法をも想定

した施設整備計画の検討も必要と思われる。このような視点から、開発調査の中でよ
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り合理的な基幹部の改修計画や工法についても、検討を行う必要がある。 

なお、本開発調査において実証を行うパイロット地区の選定に関しては、現在の灌

漑施設の活用状況や損傷の状況、農民の意欲、デモンストレーション効果を十分勘案

する必要がある。 

 

（2）灌漑施設の管理体制について 

灌漑施設の維持管理については、SONADER と農民組織との管理範囲・責任を明確

にすることが重要である。その課題について、以下に要約する。 

① SONADER による管理 

維持管理手法については、水路規模が大きいため、機械施工も含め効率性、経済性

の観点から検討する必要がある。また、ガマの植生や土砂の堆積速度を勘案の上、計

画的な浚渫作業を行うことが重要であり、作業区間を決めて農民による浚渫作業と作

業スケジュールを合わせることにより、効率的な実施が可能となる。こうした努力に

より必要最小限の計画断水を行うことで、給水への悪影響も最小化することが可能と

なる。 

SONADER による維持管理実施に関しては、農民からの賦課金をその原資とするこ

とが、持続性確保の観点からは重要であるが、対象村落の生計が向上するまでの間、

その段階に応じて賦課金の軽減措置を提案することも一案である。 

② 農民組織による管理  

持続可能な農民参加型管理とするため、農民による役務提供、土砂や木石などの活

用を基本とし、安価で簡便な手法とすることが重要である。また、ガマ除去のための

草刈機、鎌、スコップ等の機材を農業組合で管理し、貸し出すなどの手法も考えられ

る。 

持続性を保つため、稲作暦などを用いて年間管理スケジュールを立てる等、定期的

に集落総出による維持管理を行うことが、連帯意識やオーナーシップの醸成に役立つ。

出席率の向上のため、営農講習会などと同時開催することも一案である。水管理に関

しては明確なルール作りを基本とし、盗水などの不正に対しては、罰則規定を設ける

必要がある。 

 

（3）その他 

① 農地所有制度 

フーム・グレイタ灌漑地域は、農地の所有権に関して権利意識の薄い牧民が農民と

して同地区に入植したものであり、元来の土地所有者との間で小作料をめぐるトラブ

ルもみられ、これが営農意欲の減退にも繋がっている。このため、農地の賃貸借の意

味や仕組みについて、農民の意識を高めるとともに、公正な契約、調停のあり方等に

ついても検討する必要がある。農業の担い手は入植者の子弟に移行しつつあり、意識

改革の転機であることにも留意すべきである。 

② PDIAIM 作成のフーム･グレイタ灌漑地区のリハビリ計画について 

事前調査時に、世銀融資の PDIAIMⅡの成果として、モ国側においてフーム･グレイ

タ灌漑地区のリハビリ事業計画書（B/D 程度）が作成されていることが判明した。開
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発調査においては同計画書を精査し、必要な追加調査を明らかにした上で実施する必

要がある。この成果品の基本的な方針は「当初計画において、予定されていた状態に

原型復旧する」ことを基本的方針とし、「導水路部分を土水路からコンクリートライニ

ング水路にグレードアップ」することとなっている。また、事前調査で確認できなか

った詳細な構造物の仕様についても示されている。一方、同計画書の内容から留意す

べき点も多々あることから、以下に気付きの点について列挙しておく。 

・将来の維持管理体制等のソフト部分についての検討は、希薄なものとなっている。過

去の失敗要因の分析と、その解消方針が明確にされていない。 

・農民参加で実施できる部分と困難な部分の判別を行わず、全て無償事業で実施するこ

とを想定している。例えば、耕作放棄地の復旧、末端水路網や農道の整備は、農民に

よる改修や労働力の提供も検討されるべき。 

・基幹水路が給水施設も兼用することは、維持管理上も大きな制約要因となっており、

今回フーム・グレイタ灌漑地区の改修計画と併せて、その扱いについて十分検討され

るべき。 

・P1 と P2 では水路の破損状況が異なること、それぞれの掛かりの農地の耕作状況も大

きく異なることから、無償資金協力事業の妥当性の判断において勘案される必要があ

る。場合によっては、比較的良好に管理されているＰ2 のみを無償の対象とすること

も一案か。 

・リハビリ計画は、フーム・グレイタ灌漑地区の当初計画（フルプラン）の 3,600ha の

整備を対象としており、既存の開発農地 1,950ha を対象としたリハビリ事業のみでは

ないことに留意。（更に精査の必要あり） 

 

３－５ 農民組織・普及の方向性 

（1）農民組織の再活性化 

上述したように対象地域の組織は、農業組合・ユニオンともに、住民自らのイニシ

アティブで組織化されたのではなく、ドナーからの支援を基盤・前提として、ダムの

導入とセットで組織されたという経緯があり、現在もなお、その影響（自主・自立の

意識が希薄）が色濃く残っている。したがって、組織化の意味合いについて、農業組

合に対し再度啓発・徹底（自主・自立の意識の醸成）を図ることが重要である。一方、

採算性が高く、経済的利益が明確な活動を実施すれば、協力終了後も住民自らの意思

により継続実施する可能性は高い。農民の意識向上を促進させるためには、適正なイ

ンセンティブの導入（水管理、土地整備、共同販売、融資機会等、組織に参加するこ

とで得られる利益の明確化）が必要であるとともに、住民が継続することでメリット

となる活動を実施することが重要である。それと同時に、当初から十分な可能性を有

した地域（生産環境や組織力のある圃場区画）を選択することも重要であり、これに

より早期における成功事例を中心として、早い段階において周辺地域への展開の可能

性が見出せてくることとなる。 

共通の利害（水管理、土地整備、コメ・野菜栽培、共同出荷等）を背景に組織の結

束を図り、各種トレーニングを通して、組織力と組合員のキャパシティー向上を促進

させることが重要である。また、組織活動を永続させるため、組織自身による自己運
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営資金調達の方策を模索することが重要であるとともに、組合員である農民同士が、

知識・経験・技術を交換する（普及）機能を組織内に設けることも必要であろう。そ

して第一に、自らの問題は自らで解決するという自主・自立の意識の醸成と、その手

段として組織化の意味があるということを、協力を通して農民自身が十分に認識でき

るよう計らう必要がある。当事者である現地の人々が、直面する問題に主体的に取り

組むことが重要であり、協力する側も、自らの問題を解決しようとする現地の人々を、

どのように支援できるかについて、対象地域の自然・社会・文化・経済的側面等に配

慮しつつ、模索・検討していくことが必要である。 
 

（2）SONADER の役割  

SONADER による技術指導は、一般的に個人の農家単位に対して行われているが、

一方、組合レベルにおいて普及のニーズがある場合には、組合内の合意形成を経た上

で、ユニオンを介して SONADER に要請を出すこととなっている。対外機関との接触

が必要となった際には、農業組合個々で接することをせず、ユニオンを統一した（対

外的）窓口として設定していることは、効率的である反面、そうしなければ、十分に

組織統一を図れない、組織を維持できない、ということの表れであり、それは民族や

伝統、そして社会的基盤の薄弱な対象地域における組織の特徴であると言える。この

ように、ユニオンの下に統一されている組織体系は、普及技術が上から下へと円滑に

流れるという一面もあるが、その反面、末端農業組合間・農民間の関係が希薄となり、

多様な普及の可能性という芽を摘むことに繋がっていると思われる。  

SONADER においては、技術交流会を実施する等、住民レベルに対する技術交流の

促進につき一定の理解と協力を行っている一方、技術普及は自らの組織が一元的に担

うとの意識が強く看取された。普及にかかる SONADER の強烈なイニシアティブは、

ドナーからの資金援助により普及経費を確保している状況においては、プラスの面に

機能しているが、自立発展性の観点からは問題が残る。住民レベル（農業組合）、ユニ

オンレベルに技術普及機能が存在していないところ、SONADER への依存が大きい現

状を考えれば、マイナスに働く可能性は排除できない。 

SONADER は、表向きは独立採算制を掲げているが、事業実施に際しては、国との

間に普及活動にかかる契約を交わし、国がその活動に対して対価を払うという事業形

態をとっており、その財源はドナーから出ている19というのが実際であり、真の意味

での独立採算制とはなっていない。対象地域においては、ある程度の頻度で普及活動

が行われている状況ではあるが、普及活動実施に必要となる移動手段及び燃料代等経

常費用は、世銀の支援により賄われているのが実情であり、これは資金支援の効果が

表れているに過ぎない。SONADER による普及活動に関しては、活動資金が手当てで

きる場合を除いては、その能力を割り引いてみる必要があり、SONADER の実力につ

いては今後十分に見極める必要がある。 

ドナーからの支援終了後を想定し、SONADER による普及の推進（普及の縦の流れ）

                                                
19 SONADER の主要ドナーとしては、世銀をはじめ、イスラム開発銀行 BID、国際農業開発基金（IFAD）、農業開

発基金（FAD）、欧州開発基金（FED）等があり、2007 年度における支援総額は 69 億 2,590 万 8,213UＭとなってい

る。 
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とともに、農民自身による普及（横の流れ）にも十分に配慮・留意していく必要があ

る。それには、過去に農民間において行われた普及事例20を検証して、農民、農民組

織を介した普及の流れの可能性についても検討するとともに、組合内において普及に

かかる何らかの機能を設置することで、普及の持続性を担保する等の可能性について

も、検討していく必要がある。その際にはユニオン及び農業組合の組織強化を図ると

ともに、普及システムの一環として、農民間の普及が図られるように、優良圃場やモ

デル圃場の設置を行うことも重要である。 

 

（3）普及体制 

普及体制の設定に関し、既存の普及システムを活用することは、協力の成果を効率

的に発現させるためには非常に有効であり、既存の普及システムを組み込んだ協力計

画案を作成することは現実的である。ただし、協力終了後の普及システムの持続性確

保につき、行政・農民をはじめとする先方側自身で持続できる体制構築を、可能な限

り模索・検討する必要がある。普及を含む実施体制の脆弱性を考慮した場合、協力終

了後に他ドナーへ引き続き事業実施を委ねることは、当面の持続性の確保と援助協調

を図る観点からも、重要であるが、その際には、将来的に先方で自立・持続した普及

体制が確立されるに至る道筋・方法論を提示した上で委ねるべきである。 

普及に関しては、行政の活用とともに、現地には現場状況を知悉し、かつ地域農村

開発の経験を有した NGO が存在しているところ、その活用の視点も必要である。実際

に、NGO によりユニオン等の農農民組織に対し、会計業務等、組織運営のノウハウに

かかる支援活動が行われている模様であり、現地事情に精通した既存のリソースを有

効に活用することは、事業の効率的な展開に寄与するとともに、現地民間リソースの

人材育成及び組織強化にも貢献するものである。そして能力を有した NGO の存在は、

農民の農業技術入手先の選択肢（農民にとり行政以外の利用可能な組織）が増えるこ

とでもある。 

一方、農民組織等を通じた活動の主体者である農民自身による、持続的かつ現実的

な普及体制構築の可能性について、十分に留意・検討する必要があると考える。  

なお、協力開始に際しては、形式的なものではなく、住民参加型の PLA（Participatory 

Learning and Action）21等の手法が採られるべきである。協力期間は 2 年間と限られて

いる上に、協力の初期段階において、実証調査詳細内容を決定しなければならないが、

できる限り住民の意向を反映した形にするためにも、時間が限られているからこそ、

（今後の協力の方向性を十分に見極めるために）協力当初には十分な時間をとり、（調

査団員が現地に宿泊の上）参加型の手法に則った形で、初期調査が行われる必要があ

る。 
                                                
20 農民からの聞き取りによれば、対象地域においては、SONADER からの技術普及が既にある程度全体的に行われ

たという状況があるところ、普及された技術が自然発生的な農業組合間の交流にて伝播していることが確認されて

いる。 
21 RRA(Rapid Rural Appraisal)、簡易社会調査は基本的にデータの収集を目的とするが、これに対して PLA は「参加

による学習と行動」と呼ぶべきものであり、住民のエンパワーメントを目的としており、これまで見過ごされてき

た地域住民の潜在能力(住民の持つ知識)を重視する手法である。外部者の役割はファシリテーションに留まり、「住

民に教える」、「住民から学ぶ」というアプローチから「住民とともに学ぶ」アプローチへとパラダイム転換するこ

とを迫るのが PLA である。PLA のプロセスを通して進展すると期待されていることは、地域における住民自身に

よる持続的な行動と制度作りである（「続 入門社会開発 PLA:住民主体の学習と行動による開発」より抜粋）。 
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３－６ 他ドナーとの連携可能性・国内リソースの活用 

 世界銀行の PDIAIM はもとより、2 章で述べたように調査対象地域周辺では、様々なド

ナーにより協力が実施されているので、それらドナーとの意見交換を密にし、その知見、

経験を十分に活用することが肝要である。 

 特に、本案件は CARD に貢献する案件と位置づけられるところ、セネガル川流域全体

における稲作栽培状況を把握した上で、CARD メンバーとの十分な意見交換・情報共有を

進める必要がある。 

 また、他ドナーによる各種プロジェクトでは、モ国政府職員や NGO、現地コンサルタ

ント等が活用されている。それら、現地リソースについても、他ドナーとの情報交換が望

まれる。 

 

３－７ 環境社会配慮 

 本格調査で想定される実証調査は、参加型水管理及び営農改善である。共に非常に小規

模な活動であり、環境への影響はほとんどないものと想定されるものの、場合によっては、

小規模な用水路の浚渫、整備等が関連する可能性があるので、それらが与える環境への影

響については十分に留意したい。また、用水路の整備に当たっては、ガマを除去する必要

があるが、その除去に当たっては、農薬等を使用せず、また刈り取り後のガマの処分につ

いても、環境に配慮した対応が必要である。 

 一方、本開発調査実施後の事業化として、フーム･グレイタ灌漑地域における灌漑施設

の改修、また、その後の灌漑農業の活性化を想定している。灌漑施設改修の際に使用する

土木機材による騒音、水質汚濁、捨土等について配慮を行う必要がある。工事の際には、

住民の飲料水不足が発生しないよう、工法や工事時期・作業工程を設定する必要があると

ともに、フーム･グレイタ地域は、マラリアの被害が非常に多い地域であるので、工事に

あたっては、マラリアが多く発生する夕方の作業を避ける等の工夫が必要である。  

また、灌漑農業によるメインの作物は、コメと野菜であるところ、それらの栽培に関し

ては、肥料の過剰な投入や過度な農薬の使用等を行わないように、環境に配慮した農業技

術を提案する必要がある。 
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１．要請書  

 

２．実施細則（S/W）仏文  
 

３．実施細則（S/W）和文抄訳  

 

４．協議議事録（M/M）仏文  

 

５．協議議事録（M/M）和文抄訳  
 

６．「ゴルゴル川流域総合開発計画（無償資金協力）」及び「ネリカ米品種選別プロジ  

ェクト（技術協力）」要請書調査（2005 年 2 月 26 日～3 月 6 日）報告書  

 

７．「フーム･グレイタ地域総合農業開発計画（開発調査）」及び「セネガル川流域農業  

研究：灌漑作物の集約・多様化（技術協力プロジェクト）」要請書調査（第二次）

（2005 年 4 月 14 日～4 月 24 日実施）報告書  

 

８．「フーム･グレイタ灌漑施設の改修・強化（無償）」案件形成調査（2006 年 7 月 30 

日～8 月 4 日実施）報告書  

 

９．中西部アフリカ地域支援事務所及び SONADER による農村社会調査結果  

（2005 年実施）  

 



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



77



78



79



80


	表紙
	序文
	目次
	写真
	調査対象地域地図
	略語一覧
	第１章　事前調査の概要
	１－１　事前調査の目的
	１－２　要請の背景及び経緯
	１－３　調査名及び実施機関
	１－４　事前調査団の構成
	１－５　事前調査日程
	１－６　訪問先及び主要面会者

	第２章　調査結果
	２－１　開発調査の位置付け
	２－２　実施細則 （S/W）及び協議議事録 （M/M）概要
	２－３　上位計画
	２－４　実施体制
	２－５　灌漑施設の状況
	２－６　対象地域における自然 ・農業等の現況
	２－７　既存の適正農業技術及び営農体系
	２－８　農村社会 ・経済
	２－９　農民組織
	２－１０　他ドナーの動向
	２－１１　環境社会配慮

	第３章　本格調査実施にかかる協力の方向性
	３－１　全般的事項
	３－２　行政システム
	３－３　農業の方向性
	３－４　灌漑施設設備及び維持管理体制等の方向性
	３－５　農民組織 ・普及の方向性
	３－６　他ドナーとの連携可能性 ・国内リソースの活用
	３－７　環境社会配慮

	付属資料
	１． 要請書
	２． 実施細則  （S/W） 仏文
	３． 実施細則  （S/W） 和文抄訳




